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【法 1 条、2条他】総則等 

 

[出題実積] ○択一式  ◎選択式 

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 

◎ － － － － － ◎◎ － ③ ◎ ④ 

 

目的（法 1条） 

【条文】 

この法律は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、

責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計

画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するととも

に、 

快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［選択式…Ｈ24年］ 

労働安全衛生法第 1 条は、労働災害の防止のための【 Ｄ 】の確立、責任体制の明

確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を

推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、【 Ｅ 】

を促進することを目的とすると規定している。 

［解答］Ｄ：危害防止基準  Ｅ：快適な職場環境の形成 

 

 

 

 

危害防止基準の確立 

責任体制の明確化 

自主的活動の促進の措置 

労働災害防止 
防止に関する総合的計画的

な対策を推進 

・労働者の安全と健康を確保 

・快適な職場環境の形成 
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［選択式…Ｈ27年］ 

［問題］ 

労働安全衛生法に定める「事業者」とは、法人企業であれば【 Ｄ 】を指している。 

［解答］Ｄ：当該法人 

 

 

［選択式…18年］ 

［問題］ 

労働安全衛生法第 3条第 1項の規定においては、「事業者は、単にこの法律で定める労

働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件

の改善を通じて【 Ｄ 】なければならない。」と規定されている。 

［解答］Ｄ：職場における労働者の安全と健康を確保するようにし 
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□ 労働安全衛生法における「事業者」は、労働基準法第 10 条に規定する「使用者」と

はその概念を異にするが、「労働者」は、労働基準法第 9条に規定する労働者（同居の親

族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。）をいう。 

［正解 Ｈ28年 9Ａ］ 

【解説】 

 定義 

安衛法による「事業者」 

（安衛法 2条） 

事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。 

労基法による「使用者」 

（労基法 10条） 

事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に

関する事項について、事業主のために行為をするすべての

者をいう。 

 

 

  ≠ 

 

                                                                                  

                    ＞ 

 

 

 

                   ＝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

労働安全衛生法は、労働基準法にあった内容を独立させて拡充し

た法規（昭和 47年 10月施行） 

労働基準法上の使用者 労働安全衛生法上の事業者 

使用者の概念を事業主以外にも拡

大し、法的責任を負わせている。 

（広い） 

主たる義務主体は「事業者」であ

り、法人（会社）であれば法人、個

人企業であれば事業主を指す。（狭

い） 

⇒事業主体＝責任主体 

労働基準法上の労働者 労働安全衛生法上の労働者 
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□ 労働安全衛生法では、「事業者」は、「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の

労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。」と定義さ

れている。  

[誤り Ｈ26年 8Ａ] 

⇒「事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。」に置き換えれば正解です。 

【解説】 

設問の「事業者」は、労働基準法の「使用者」の定義になるため誤り。 

労働安全衛生法の「使用者」の定義は 

⇒「事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。」 

 

 

 

□ 労働安全衛生法の主たる義務主体である「事業者」とは、法人企業であれば当該法人

そのものを指している。 

[正解 Ｈ15年 8Ａ] 

【解説】 

労働安全衛生法における「事業者」とは、事業を行う者で、労働者を使用する者をいい

ます。 

一方「労働者」とは、労働基準法 9条に規定する労働者をいいます 

 

 

□ 労働安全衛生法における「労働災害」は、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、

ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾

病にかかり、又は死亡することをいうが、例えばその負傷については、事業場内で発生

したことだけを理由として「労働災害」とするものではない。 

［正解 Ｈ28年 9Ｂ］ 

【解説】 

前半の論点は、「労働災害」の定義が記載され、後半の論点では、「事業場内で発生した

ことだけを理由として「労働災害」とするかどうか」を聞いてきています。 

在宅勤務や事業外労働に関するみなし労働時間制の規定があるように、事業場外で負

傷を負う可能性もあり、労働災害と認めてもらえることもあるので正解になります。 

 

 

 

 

 

 

H27年 選択式出題 
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□ 労働安全衛生法における事業場の業種の区分については、その業態によって個別に決

するものとし、経営や人事等の管理事務をもっぱら行なっている本社、支店などは、そ

の管理する系列の事業場の業種とは無関係に決定するものとしており、たとえば、製鉄

所は製造業とされるが、当該製鉄所を管理する本社は、製造業とはされない。 

［正解 Ｈ28年 9Ｃ］ 

【解説】 

「昭和 47年 9月 18日付け発基第 91号」の通達からの出題です。 

例えば、総括安全衛生管理者の選任規模は、下記のように業種ごとに、使用労働者の

人数により決定されます。 

使用労働者数 業種 

常時 100人以上 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業（屋外産業的業種） 

常時 300人以上 製造業（物の加工業含む）、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、 

通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、 

各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、 

旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業 

常時 1,000 人以

上 

その他の業種 

 

業態とは、例えば、各種商品小売業では、百貨店やスーパー、コンビニ等の具体的な形

態のイメージです。問題文の 1 行目にあるように、事業場の業種の区分は、業態によ

って個別に決するものとしています。 

 

安全管理者や安全委員会に関しては、本社、工場等事業場単位で選任、設置するとい

うことになります。 
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□ 厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見をきいて、労働災害防止計画を策定しなけれ

ばならないこととされており、現在、「死亡災害の撲滅を目指して、平成 24 年と比較し

て、平成 29 年までに労働災害による死亡者の数を 15％以上減少させること」などを盛

り込んだ平成 25年 4月から平成 30年 3月までの 5年間にわたる計画が進められている。 

［正解 Ｈ28年 9Ｄ］ 

【解説】 

第 12次労働災害防止計画（平成 25年 4月～平成 30年 3月までの 5年間）からの出題

です。 

（計画の目標（概略）） 

誰もが安心して健康に働くことができる社会の究極的な目標である「労働災害をゼロ

にすること」の実現に向け、以下の目標を計画期間中に達成することを目指す。 

①死亡災害の撲滅を目指して、平成 24 年と比較して、平成 29 年までに労働災害に

よる死亡者の数を 15％以上減少させること 

②平成 24 年と比較して、平成 29 年までに労働災害による休業 4 日以上の死傷者

の数を 15%以上減少させること 

 

 

□ 事業者は、労働安全衛生法上、職場における労働者の安全と健康を確保するようにし

なければならない責務を負っている。 

[正解 Ｈ15年 8Ｂ] 

 

 

【条文】…法 3条（事業者等の責務） 

①事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでな

く、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健

康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の

防止に関する施策に協力するようにしなければならない。 

 

②機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、

若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、

製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の

防止に資するように努めなければならない。 

 

③建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、

安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなけ

ればならない。 

 

「責務」がキーワードです。「責務」という用語があれば、

下記つの 3パターンを想起する必要があります。 
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【解説】 

事業者は、労働者の安全と健康を確保する責務を負っています。 

主語のキーワードと末尾が重要です。 

 

「責務」というキーワードが出てくれば… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［選択式…Ｈ17年］ 

［問題］ 

労働安全衛生法においては、機械等の労働災害防止に関して、「機械、器具その他の設

備を【 Ｄ 】し、製造し、又は輸入する者は、これらの物の【 Ｄ 】、製造又は輸

入に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止【 Ｅ 】な

ければならない」旨の規定が置かれている。 

［解答］Ｄ：設計  Ｅ：に資するように努め 

 

 

□ 労働安全衛生法第 3条第 3項においては、建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わ

せる者について、「施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうお

それのある条件を附さないように配慮しなければならない。」と規定されている。 

 [正解 Ｈ26年 8Ｂ] 

【解説】 

法 3条の③の「建設工事の注文者等…」に該当⇒配慮しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

①事業者は… 

②機械、器具その他の設備を… 

③建設工事の注文者等… 

協力するようにしなければならない。 

努めなければならない。 

配慮しなければならない。 
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□ 労働安全衛生法第 3 条第 2 項では、機械、器具その他の設備の製造者の責務として、

機械、器具その他の設備の製造に際して、これらの物が使用されることによる労働災害

の発生の防止に資するように努めなければならない旨が規定されている。 

 [正解 Ｈ26年 8Ｅ] 

【解説】 

法 3条の②の「機械、器具その他の設備を」に該当⇒努めなければならない。 

 

 

□ 労働安全衛生法においては、建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、当

該仕事を請け負った事業者から、当該仕事による労働災害の発生を防止するためにとる

べき措置についての教示を求められたときは、これを教示しなければならないこととさ

れている。 

[誤り Ｈ15年 8Ｄ] 

⇒「施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条

件を附さないように配慮しなければならない。」 

【解説】 

「建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者」とくれば、法 3 条の 3 つのパタ

ーンを思い出せば自ずと答えが出てきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



労働安全衛生法 2017 

 

Copyright (C) 2013 みんなの社労士合格塾. All Rights Reserved.  10 

 

【法 20条、21 条他】事業者の講ずべき措置等 

 

[出題実積] ○択一式  ◎選択式 

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 

－ － － － － － － － － ④ 〇 

 

□ 事業者は、高さが 2メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険

を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等を設けなければならず、それが

著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労

働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなけ

ればならない。 

[正解 Ｈ27年 8Ａ] 

【解説】 

労働安全委衛生法規則 519 条（作業床の設置等）からの出題です。ほぼ条文そのまま

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【条文】 

①事業者は、高さが 2 メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働

者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等（以下「囲い等」）

を設けなければならない。 

 

②事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は

作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に安全帯

を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければ

ならない。 
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【横断】…労働安全衛生法規則 518条（作業床の設置等） 

上記の規則 519条との違いは、（作業床の端、開口部等を除く）の個所です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図解】 

作業床が 2メートル以上の場合の作業床の設置等 

⇒墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作業床の端、開口部 

作業床の端、開口部以

外 

規則 518条 

足場ではなく囲い、てすり、覆いを設置 

規則 519条 

足場を組んで作業床を設置 

【条文】 

①事業者は、高さが 2メートル以上の箇所（作業床の端、開口部等を除く。）で

作業を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるとき

は、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。 

 

②事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張

り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための

措置を講じなければならない。 
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□ 事業者は、機械の原動機、回転軸、歯車、プーリー、ベルト等の労働者に危険を及ぼ

すおそれのある部分には、覆い、囲い、スリーブ、踏切橋等を設けなければならない。 

[正解 Ｈ27年 8Ｂ] 

【解説】 

規則 101条 1項により正解です。 

労働安全衛生法 20 条（事業者の講ずべき措置等）の 1 号を具体的に明記した規定で

す。 

 

 

 

 

 

 

 

  

□ 事業者は、一の荷でその重量が 100キログラム以上のものを貨物自動車に積む作業又

は貨物自動車から卸す作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に、作

業手順及び作業手順ごとの作業の方法を決定し作業を直接指揮することなど所定の事項

を行わせなければならない。 

[正解 Ｈ27年 8Ｅ] 

【解説】 

規則 151条の 70により正解です。 

平成 27 年問 8Ｂと同じく、労働安全衛生法 20 条の第 1 号を具体的に明記した規定で

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【条文】 

事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 

1号 機械、器具その他の設備（以下「機械等」という。）による危険 

2号 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険 

3号 電気、熱その他のエネルギーによる危険 
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□ 事業者は、事務所の室（感光材料の取扱い等特殊な作業を行う室を除く。）における

普通の作業を行う作業面の照度を、150ルクス以上としなければならない。 

[正解 Ｈ27年 8Ｄ] 

【解説】 

労働安全委衛生法規則（604条…照明）からの出題です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 13年の択一にも同じ論点の問題が出題されています。 

問Ａ 事業者は、労働者を常時就業させる場所（感光材料を取り扱う作業等特殊な作

業を行う作業場を除く。）の作業面の照度を、精密な作業について 150ルクス以上にし

なければならない。  

【解答】誤り 

⇒「300ルクス以上」にすれば正解です。 

 

 

□ 労働者は、労働安全衛生法第 26 条により、事業者が同法の規定に基づき講ずる危険

又は健康障害を防止するための措置に応じて、必要な事項を守らなければならないが、

その違反に対する罰則の規定は設けられていない。 

［誤り Ｈ28年 9Ｅ］ 

⇒「その違反に対する罰則の規定は設けられている。」 

【解説】 

「労働者は、事業者が同法の規定に基づき講ずる危険又は健康障害を防止するための

措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。」と規定されています。 

 

⇒同法の規定に違反した者に対しては、50万円以下の罰金に処せられる。 

 

 

【条文】 

事業者は、労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、次の表の上欄に掲げ

る作業の区分に応じて、同表の下欄に掲げる基準に適合させなければならない。

但し、感光材料を取り扱う作業場、坑内の作業場その他特殊な作業を行なう作業

場については、この限りでない。 

作業の区分 基準 

精密な作業 300ルクス以上 

普通の作業 150ルクス以上 

粗な作業 70ルクス以上 
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【法 28条の 2】事業者の講ずべき調査等 

 

 [出題実積] ○択一式  ◎選択式 

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 

－ ◎ － － － － － － － － － 

 

【H19年 選択式】 

【問題】 

労働安全衛生法第 28 条の 2 第 1 項においては、「事業者は、厚生労働省令で定めると

ころにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は【 Ｄ 】危

険性又は有害性等を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の

規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置

を講ずるように努めなければならない。」と規定されている。 

【解答】Ｄ：作業行動その他業務に起因する 
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【法 29条】元方事業者の講ずべき措置等 

 

[出題実積] ○択一式  ◎選択式 

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 

○ － － － ② － － － ○ － － 

 

 

 

□ 労働安全衛生法第 29条第 2項には、元方事業者の講ずべき措置等として、「元方事業

者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基

づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行わなければ

ならない。」との規定が置かれており、この規定の違反には、罰則が付いている。 

 [誤り Ｈ26年 8Ｄ] 

⇒「罰則は付されていない。」 

 

 

□ 業種のいかんを問わず、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該

仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導

を行わなければならない。 

[正解 Ｈ18年 9Ｃ] 

 

 

□ 製造業に属する事業の元方事業者は、関係請負人が、当該仕事に関し、労働安全衛生

法又は同法に基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならず、こ

れらの規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行わなければなら

ないが、関係請負人の労働者に対しては、このような指導及び指示を直接行ってはなら

ない。 

[誤り Ｈ22年 8Ｂ] 

⇒「関係請負人に対しても、必要な指導及び指示を行わなければならない。」 

【解説】 

3つの論点から構成されています。前段、中段の論点は正しい設問で、後段が誤りにな

ります。 

 

 

 

 

 

数次の請負関係がある場合の最も先次の注文者 

元方事業者である建設業・造船業⇒特定元方事業者 
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□ 建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所（関係請負

人の労働者に危険が及ぶおそれのある場所に限る。）において関係請負人の労働者が当該

事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止

するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導等の必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

[正解 Ｈ22年 8Ｃ] 
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【法 30条】特定元方事業者等の講ずべき措置 

 

[出題実積] ○択一式  ◎選択式 

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 

○ － ② － ② － － － － ○ － 

 

 

 

□ 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において

行われることによって生ずる労働災害を防止するために、作業期間中少なくとも 1 週間

に 1回、作業場所を巡視しなければならない。 

[誤り Ｈ27年 8Ｃ] 

⇒「毎作業日に少なくとも 1回」 

【POINT】…特定元方事業者が講ずべき措置（法 30条 1） 

①協議組織の設置及び運営 

②作業間の連絡及び調整 

③作業場所を巡視（具体的には規則 637条） 

④関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助 

 

 

 

 

 

 

 

□ 特定元方事業者が講ずべき措置の事項として、労働安全衛生法第 30 条第 1 項第 4 号

は、「関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行う

こと」と規定しており、関係請負人である事業者は、労働安全衛生法第 59条第 2項の規

定に基づいて、作業内容を変更したときの安全又は衛生のための教育を行う必要はない。

[誤り Ｈ20年 10Ｅ] 

⇒「教育を行わなければならない。」 

 

 

 

 

 

 

（規則 637条） 

特定元方事業者は、法第 30条第 1項第 3号の規定による巡視については、 

毎作業日に少なくとも 1回、これを行なわなければならない。 

建設業及び造船業 
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□ 特定元方事業者が講ずべき措置の事項として、労働安全衛生法第 30 条第 1 項第 1 号

は、「協議組織の設置及び運営を行うこと」と規定しているが、統括安全衛生責任者を選

任した特定元方事業者は、当該統括安全衛生責任者に当該事項を統括管理させる必要は

ない。 

[誤り Ｈ20年 10Ｄ] 

⇒「統括管理させなければならない。」 

 

 

□ 造船業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同

一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、協議組織の設

置及び運営を行うこと、作業場所を巡視すること、関係請負人が行う労働者の安全又は

衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと等に関する必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

[正解 Ｈ22年 8Ｄ] 

【解説】 

設問のとおり、特定元方事業者等の構ずべき措置に関する規程は、建設業及び造船業

の元方事業者に対して適用されます。 

 

 

□ 建設業に属する事業を行う特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の

作業が同一の場所において行われることによって生じる労働災害を防止するため、当該

場所で新たに作業に従事することとなった関係請負人の労働者に対して、必要な安全衛

生教育を行わなければならない。 

[誤り Ｈ17年 8Ｅ] 

⇒「関係請負人が必要な安全衛生教育を行わなければならない。」 

 

 

□ 製造業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同

一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡

及び調整を行うことに関する措置等の必要な措置を講じなければならない。 

[正解 Ｈ22年 8Ｅ] 
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□ 製造業に属する事業（労働安全衛生法第 15条第 1項に規定する特定事業を除く。）の

元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われ

ることによって生ずる労働災害を防止するため、協議組織の設置及び運営を行うことに

関する措置、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じな

ければならない。 

[誤り Ｈ18年 9Ａ] 

⇒「協議組織の設置及び運営を行うことに関する措置」を削除すれば正しい。 

【解説】 

協議組織の設置及び運営を行う措置は、特定元方事業者（建設業及び造船業）に関し

て必要になります。 

 

 

□ 労働安全衛生法に関する次の記述のうち、造船業を除く製造業の元方事業者がその労

働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合に、法令の規定

により講じることが義務付けられている措置として、正しいものはどれか。 

(A)元方事業者及びすべての関係請負人が参加する協議組織の設置及び運営を行うこと。 

(B)関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育を行う場所の提供、当該教育に

使用する資料の提供等を行うこと。 

(C)統括安全衛生責任者を選任すること。 

(D)つり上げ荷重が 1トンのクレーンを用いて行う作業であるときは、当該クレーンの運

転についての合図を統一的に定めること。 

(E)元方安全衛生管理者を選任すること。 

[正解 Ｄ Ｈ24年 8] 

【解説】 

(A)協議組織とくれば、特定元方事業者になるので誤りになります。 

(B)特定元方事業者に課せられています。 

(C)一定規模以上の特定元方事業者に課せられています。 

(D)正しい。 

(E)一定規模以上の建設業を行う特定元方事業者に課せれらています。 

 

設問の冒頭に「造船業を除く製造業の元方事業者」とありますが、特定元方事業者（建

設業及び造船業）以外の製造業として捉えてください。 
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【法 33条、34 条】その他の措置義務等 

 

[出題実積] ○択一式  ◎選択式 

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 

③ － － － － － ③ － － － － 

 

□ 注文者は、その請負人に対し、当該仕事に関し、その指示に従って当該請負人の労働

者を労働させたならば、労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反することと

なる指示をしてはならない。 

[正解 Ｈ24年 10Ａ] 

【解説】 

内容が読み取りにくい問題です。 

例えば注文者が、下請負業者に対して違法な残業をしてでも納期を守らせるような依

頼をするケースが考えられます。当然指示してはならず違法になります。 

 

 

 

□ 労働安全衛生法第 33 条第 1 項の機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は、当該

機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、当該機械等の操作による労働

災害を防止するため、当該機械等を操作する者が当該機械等の操作について法令に基づ

き必要とされる資格又は技能を有する者であることを確認する等必要な措置を講じなけ

ればならない。 

[正解 Ｈ18年 9Ｄ] 

【解説】 

機械等貸与者は、当該機械等の貸与を受けた事業者の事業場で当該機械等による労働

災害を防止するために必要な措置を講じなければなりません。 

 

 

□ 不整地運搬車を相当の対価を得て業として他の事業者に貸与する者は、所定の除外事

由に該当する場合を除き、当該不整地運搬車の貸与を受けた事業者の事業場における当

該不整地運搬車による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 

[正解 Ｈ24年 10Ｂ] 

【解説】 

不整地運搬車という具体名での出題ですが、内容は、機械等の貸与者の構ずべき措置

に関する設問です。 

 

 

具体的には、リース会社 
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□ 労働安全衛生法第 34 条の建築物貸与者は、当該建築物の貸与を受けた事業者の事業

に係る当該建築物による労働災害を防止するため、当該建築物の避難用の出入口若しく

は通路又はすべり台、避難用はしご等の避難用器具で、当該建築物の貸与を受けた二以

上の事業者が共用するものについては、避難用である旨の表示をし、かつ、容易に利用

することができるように保持しておく等必要な措置を講じなければならない。ただし、

当該建築物の全部を一の事業者に貸与するときは、この限りでない。 

[正解 Ｈ18年 9Ｅ] 

【解説】 

建築物の貸与者は、貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による労働災害防止

措置を講じなければなりません。 

ただし、建築物の全部を一の事業者に貸与する場合は、措置を講じる必要はありませ

ん。（後半の論点） 

 

 

□ 工場の用に供される建築物を他の事業者に貸与する者は、所定の除外事由に該当する

場合を除き、当該建築物の貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による労働災害

を防止するため必要な措置を講じなければならない。 

[正解 Ｈ24年 10Ｃ] 

 

 

□ 石綿障害予防規則第 8条の規定に基づき、建築物又は工作物の解体等の作業を行う仕

事の発注者（注文者のうち、その仕事を他の者から請け負わないで注文している者をい

う。）は、当該仕事の請負人に対し、当該仕事に係る建築物又は工作物における石綿等の

使用状況等を通知するよう努めなければならない。 

[正解 Ｈ18年 9Ｂ] 

 

 

□ 重量が 1つで 0.5トンである貨物を発送しようとする者は、所定の除外事由に該当す

る場合を除き、当該貨物に見やすく、かつ、容易に消滅しない方法でその重量を表示し

なければならない。 

[誤り Ｈ24年 10Ｅ] 

⇒「1トン」 

【解説】 

一の貨物で、重量が 1 トン以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容

易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示する義務が発生します。 
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□ 事業者は、夜間に労働者に睡眠を与える必要のあるとき、又は労働者が就業の途中に

仮眠することのできる機会があるときは、適当な睡眠又は仮眠の場所を、男性用と女性

用に区別して設けなければならない。 

[正解 Ｈ17年 10Ｃ] 
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【法 10条】安全衛生管理体制  

 

[出題実積] ○択一式  ◎選択式 

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 

－ ⑤ ③ － － ○ ○ － ○ － ◎ 

 

【選択式…Ｈ28年】 

【問題】 

労働安全衛生法第 10条第 2項において、「総括安全衛生管理者は、【 Ｄ 】をもって

充てなければならない。」とされている。 

【解答】Ｄ：当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者 

 

□ 常時 120人の労働者を使用する清掃業の事業場の事業者は、総括安全衛生管理者を選

任する義務があるが、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者であれば、

他に資格等を有していない場合であっても、その者を総括安全衛生管理者に選任し、当

該事業場の労働災害を防止するため必要な業務を統括管理させることができる。 

[正解 Ｈ24年 9Ａ] 

【解説】 

林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業の事業場で、常時 100 人以上の労働者を使用

する事業場の事業主は、総括安全衛生管理者を選任しなければなりません。 

 

【POINT】…総括安全衛生管理者を選任する政令で定める規模の事業場 

使用労働者数 業種 

常時 100人以上 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業（屋外産業的業種） 

常時 300人以上 製造業（物の加工業含む）、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、 

通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、 

各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、 

旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業 

常時1,000人以上 その他の業種 
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□ 事業者は、常時 150人の労働者を使用する清掃業の事業場においては、総括安全衛生

管理者を選任しなければならない。 

[正解 Ｈ20年 8Ａ] 

【解説】 

総括安全衛生管理者の常時 100 人以上、常時 300 人の業種に関しては、繰り返し覚え

る必要があります。 

 

 

□ 製造業に属する事業者は、総括安全衛生管理者を、常時 100人以上の労働者を使用す

る事業場ごとに選任しなければならない。 

[誤り Ｈ19年 8Ａ]  

⇒「常時 300人以上」 

 

 

□ 事業者は、常時 350人の労働者を使用する各種商品小売業の事業場においては、総括

安全衛生管理者を選任する必要はない。 

[誤り Ｈ20年 ８Ｅ] 

⇒「選任しなければならない。」 

 

 

□ 事業者は、常時 250人の労働者を使用する自動車整備業の事業場においては、総括安

全衛生管理者を選任しなければならない。 

[誤り Ｈ20年 8Ｃ] 

⇒「選任する必要はない。」 

【解説】 

自動車整備業の事業者は、常時 300 人以上の労働者を使用する場合に、総括安全衛生

管理者を選任する必要があります。 

 

 

□ 総括安全衛生管理者は、厚生労働大臣の定める研修を修了した者のうちから選任しな

ければならない。 

[誤り Ｈ19年 8Ｂ] 

⇒「当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならな

い。」 
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□ 常時 500 人の労働者を使用する製造業の事業場においては総括安全衛生管理者を選

任しなければならないが、総括安全衛生管理者は少なくとも毎年 1 回作業場等巡視しな

ければならない。 

[誤り Ｈ23年 8Ａ] 

⇒「巡視義務は規定されていない。」 

【POINT】…巡視義務まとめ 

●安全管理者…巡視（頻度の規定なし） 

●衛生管理者…毎週 1回以上 

●産業医…毎月 1回以上 

●店社安全衛生管理者…毎月 1回以上 

 

 

□ 総括安全衛生管理者については、作業場等の定期巡視に関し、その頻度について特段

の規定は置かれていない。 

[正解 Ｈ16年 9Ｅ] 

 

 

□ 事業者は、総括安全衛生管理者に、労働安全衛生法第 28 条の 2 第 1 項の危険性又は

有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関することを統括管理させなければ

ならない。 

[正解 Ｈ19年 8Ｅ] 

【POINT】 

総括安全衛生管理者の業務として、上記以外に統括管理する事項 

①労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。 

②労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること 

③健康診断の実施その他の健康の保持増進に関すること 

④労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること 

 

 

□ 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者又はこ

れに準ずる者をもって充てなければならない。 

[正誤り Ｈ19年 8Ｃ] 

⇒｢又はこれに準ずる｣を削除すれば正しい。 

【解説】 

「総括安全衛生管理者は、その事業の実施を統括管理する者」という定義をしっかり

暗記していれば、いつもと違う言葉のニュアンスに気が付くはずです。 
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□ 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に

対し、総括安全衛生管理者の解任を命ずることができる。 

 [誤り Ｈ26年 9Ａ] 

⇒「業務の執行について勧告することができる。」 

【解説】 

総括安全衛生管理者の解任を命ずるような規定はないので、設問は誤りです。 

 

 

□ 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全

衛生管理者の業務の執行について事業者にその改善を命令することができる。 

[誤り Ｈ19年 8Ｄ] 

⇒「勧告することができる。」 

【POINT】…行政介入まとめ 

●総括安全衛生管理者 

⇒「都道府県労働局長は、労働災害を防止するために必要があると認めるときには、 

事業者に勧告することができる。」 

 

●統括安全衛生責任者 

⇒「都道府県労働局長は、労働災害を防止するために必要があると認めるときには、 

事業者に勧告することができる。」 

 

●安全管理者 

⇒「労働基準監督署長は、労働災害を防止するために必要があると認めるときには、 

事業者に対して、安全管理者の増員又は解任を命令することができる。」 

 

●衛生管理者 

⇒「労働基準監督署長は、労働者の健康障害を防止するために必要があると認めると

きには、事業者に対して、衛生管理者の増員又は解任を命令することができる。」 

 

●産業医…増員や解任などの規定はない。 
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□ 労働安全衛生法においては、事業者は、 ｢労働者の危険又は健康障害を防止するため

の措置に関する業務｣を統括管理しなければならない旨規定されているが、同法第 10 条

の総括安全衛生管理者を選任し、その者に当該業務を行わせることとした場合にはその

義務を免れることとされている。 

[誤り Ｈ16年 8Ｄ] 

⇒「規定されていない。」 

⇒「免れることはない。」 

【解説】 

あくまで事業者は、総括安全衛生管理者を選任して、総括完全衛生管理者が、「安全管

理者」「衛生管理者」、「救護に関する技術的事項を管理する者」の指揮をする流れにな

ります。 

事業者が直接、統括管理することはないので誤りになります。 

 

 

【図解】 

 

                    選任 

 

 

                    指揮 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業者 

 

 総括安全衛生管理者 

衛生管理者 安全管理者 救護に関する技術的事項を管理する者 
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【法 11条】安全管理者 

 

[出題実積] ○択一式  ◎選択式 

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 

－ － ② － ○ ○ ○ － － － － 

 

□ 事業者は、常時 50 人の労働者を使用する旅館業の事業場においては、安全管理者を

選任する必要はない。 

[誤り Ｈ20年 8Ｂ] 

⇒「選任しなければならない。」 

【解説】 

総括安全衛生管理者を選任すべき事業場で、常時 50人以上の労働者を使用する事業場

（その他の業種を除く…屋内作業的業種、非工業的業種）では、安全管理者を選任し

なければなりません。 

 

使用労働者数 業種 

 

 

常時 50人以上 

林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業 

製造業（物の加工業含む）、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、

通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、 

各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、 

旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業 

 

□ 事業者は、常時 90 人の労働者を使用する運送業の事業場においては、安全管理者を

選任する必要はない。 

[誤り Ｈ20年 8Ｄ] 

⇒「安全管理者を選任しなければならない。」 
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□ 常時 50 人以上の労働者を使用する製造業の事業者は、安全管理者を選任しなければ

ならないが、安全管理者は労働安全コンサルタントのほか、第 1 種安全管理者免許又は

安全工学安全管理者免許を有する者の中から選任しなければならない。 

[誤り Ｈ22年 9Ａ] 

⇒｢学歴に応じ、一定年数以上の産業安全の実務経験者で厚生労働大臣が定める一定の研

修を修了した者、労働安全コンサルタント、厚生労働大臣が定める者等から選任しなけ

ればならない。｣ 

【解説】 

設問では、衛生管理者の資格要件と絡めた問題になっています。 

 

【POINT】…安全管理者の資格要件 

①学歴に応じ、一定年数以上の産業安全の実務経験者で厚生労働大臣が定める一定の

研修を修了した者（大卒…2年以上、高卒…4年以上） 

②労働安全コンサルタント 

③厚生労働大臣が定める者 

 

 

□ 事業者は、2人以上の安全管理者を選任する場合においては、そのうちの 1人を除い

ては、その事業場に専属の者でない外部の労働安全コンサルタントを安全管理者として

選任しても差し支えない。 

[誤り Ｈ15年 10Ａ] 

⇒｢そのうちの 1人に関しては｣ 

【解説】 

安全管理者は、その事業場に専属である必要があります。 

ただし、2人以上の安全管理者を選任する場合には、その中に労働安全コンサルタント

がいるときは、労働安全コンサルタントのうち 1人は専属不要でも構いません。 

つまり、社員ではない（専属でない）労働安全コンサルタントを安全管理者として選

任可能なのは 1人だけということです。 

衛生管理者も同様です。 

設問では、1人を除き外部の者でも構わないという事なので誤りになります。 

 

 

 

 

 

 

 

平成 24年 9Ｂの問題で、5年と置き換えて出

題されています。 

その会社に在籍していること（つまり社員） 
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□ 常時 70 人の労働者を使用する建設業の事業場の事業者は、安全管理者を選任する義

務があるが、高等学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業し、その後 5 年間産

業安全の実務に従事した経験を有する当該事業場の労働者で厚生労働大臣が定める安全

に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修を修了したものであれば、

他に資格等を有していない場合であっても、その者を安全管理者に選任し、当該事業場

の安全に係る技術的事項を管理させることができる。 

[正解 Ｈ24年 9Ｂ] 

【解説】 

設問では、その後 5 年とありますが、実務経験の 4 年以上を満たしているので正しい

問題になります。 

 

 

□ 常時 80 人の労働者を使用する建設業の事業場においては安全管理者を選任しなけれ

ばならないが、安全管理者は少なくとも毎週 1 回作業場等を巡視しなければならない。

[誤り Ｈ23年 8Ｂ] 

⇒｢少なくとも毎週 1回｣を削除すれば正しい。 

【解説】 

安全管理者に関しては、作業場等の巡視の回数の規定はないため誤りになります。 
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【法 12条】衛生管理者 

 

[出題実積] ○択一式  ◎選択式 

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 

－ － － － ○ ○ ○ ◎ ○ ○ － 

 

【POINT】…衛生管理者の選任数 

常時使用する労働者の数 選任人数 

50人以上～200人以下 1人以上 

200人超～500人以下 2人以上 

500人超～1,000人以下 3人以上 

1,000人超～2,000人以下 4人以上 

2,000人超～3,000人以下 5人以上 

3,000人超～ 6人以上 

 

● 500 人を超える場合で坑内労働や健康上特に有害な業務に常時 30 人以上の労働者

を従事させる場合⇒少なくとも 1人を専任（専属に） 

 

● 1,000人を超える場合⇒少なくとも 1人を専任（専属に） 

 

 

□ 事業者は、常時 50 人以上の労働者を使用する事業場ごとに衛生管理者を選任しなけ

ればならないが、この労働者数の算定に当たって、派遣就業のために派遣され就業して

いる労働者については、当該労働者を派遣している派遣元事業場及び当該労働者を受け

入れている派遣先事業場双方の労働者として算出する。 

[正解 Ｈ27年 9Ａ] 

【POINT】…派遣労働者の常時使用する労働者の算定 

●派遣元及び派遣先の双方の労働者とみなす場合（設問の場合） 

⇒総括安全衛生管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者、産業医 

 

●派遣先労働者とみなす場合（派遣元ではない。） 

⇒安全管理者 
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□ 事業者は、常時 1，000 人を超える労働者を使用する事業場にあっては、衛生管理者

のうち少なくとも 1人を専任の衛生管理者としなければならない。 

 [正解 Ｈ26年 9Ｄ] 

 

 

□ 常時 60 人の労働者を使用する製造業の事業場の事業者は、衛生管理者を選任する義

務があるが、第二種衛生管理者免許を有する当該事業場の労働者であれば、他に資格等

を有していない場合であっても、その者を衛生管理者に選任し、当該事業場の衛生に係

る技術的事項を管理させることができる。 

[誤り Ｈ24年 9Ｃ] 

⇒「第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は医師、歯科

医師、労働衛生コンサルタント等から選任しなければならない。」 

【解説】 

製造業に関しては、第二種衛生管理者免許を有する者を衛生管理者に選任出来ないの

で誤りになります。 

製造業を含め、農林畜水産業、鉱業、建設業、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運

送業、自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業の業種に関しては、第二種衛生管理

者免許のみを有する者を衛生管理者に選任することができません。 

 

【POINT】…衛生管理者 

●選任事業所…常時 50人以上の労働者を使用する事業場 

●職務内容…総括安全衛生管理者が統括管理すべき業務のうち衛生に係る技術的事項

の管理 

●巡視義務…少なくとも毎週 1 回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に

有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を

講じなければならない。 
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□ 常時 500 人を超える労働者を使用する事業場で、深夜業に常時 30 人以上の労働者を

従事させるものは、衛生管理者のうち少なくとも 1 人を専任の衛生管理者としなければ

ならない。 

[誤り Ｈ17年 10Ａ] 

⇒「する必要はない。」 

【解説】 

少なくとも 1人を選任の衛生管理者にしなければならない場合は２通りあります。 

①常時 1,000人を超える労働者を使用する事業場 

②常時 500 人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働や健康上特に有害な業務

に常時 30人以上の労働者を従事させる事業場 

 

設問では、深夜業に 30人従事するとありますが、健康上特に有害な業務には「深夜業」

は含まれていないので誤りになります。 

健康上特に有害な業務とは、重量物の取り扱い業務、有害放射線にさらされる業務、

有害物の粉じん等発散する場所における業務になります。 

 

 

□ 衛生管理者は、少なくとも毎週 1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態

に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を

講じなければならない。 

[正解 Ｈ16年 9Ｃ] 

 

 

□ 常時 70 人の労働者を使用する運送業の事業場においては衛生管理者を選任しなけれ

ばならないが、衛生管理者は少なくとも毎週 1 回作業場等を巡視しなければならない。

[正解 Ｈ23年 8Ｅ] 

 

 

□ 常時 50 人以上の労働者を使用する労働者派遣業の事業者は、衛生管理者を選任しな

ければならないが、衛生管理者は労働衛生コンサルタントのほか、大学、高等専門学校、

高等学校又は中等教育学校（これらと同等と認められた一定の学校等を含む。）において

理科系統の正規の学科を修めて卒業し、その後その学歴に応じて定められた一定の年数

以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者で、衛生に係る技術的事項を管理するの

に必要な知識についての研修であって、厚生労働大臣が定めるものを修了したものの中

から選任しなければならない。 

[誤り Ｈ22年 9Ｂ] 

⇒下記の資格要件になる。 
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【POINT】…衛生管理者の資格要件 

①医師 

②歯科医師 

③労働衛生コンサルタント 

④第一種衛生管理者免許を有する者、第二種衛生管理者免許を有する者 

⑤衛生工学衛生管理者免許を有する者 

⑥厚生労働大臣の定める者 

 

 

［選択式…Ｈ25年］ 

［問題］ 

労働安全衛生規則第 7 条第 1 項第 6 号は、常時 500 人を超える労働者を使用する事業

場で、坑内労働、多量の高熱物体を取り扱う業務、著しく暑熱な場所における業務、ラ

ジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務、土石、獣毛等のじ

んあい若しくは粉末を著しく飛散する場所における業務、異常気圧下における業務又

は鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化

炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、

蒸気若しくはガスを発散する場所における業務に、「常時 30 人以上の労働者を従事さ

せるものにあつては、衛生管理者のうち 1 人を【 Ｅ 】のうちから選任」しなけれ

ばならない旨規定している。 

［解答］Ｅ：衛生工学衛生管理者免許を受けた者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



労働安全衛生法 2017 

 

Copyright (C) 2013 みんなの社労士合格塾. All Rights Reserved.  35 

 

【法 12条の 2】安全衛生推進者等 

 

[出題実積] ○択一式  ◎選択式 

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 

－ － ○ － － ○ － － － － － 

 

【POINT】 

 安全衛生推進者 衛生推進者 

選任業種 安全管理者を選任すべき事業 左記以外の業種 

選任規模 常時 10人以上 50人未満の労働者を使用する事業 

職務 安全及び衛生に係る業務 衛生に係る業務 

選任 安全衛生推進者等の選任は、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う

講習（安全衛生推進者養成講習）を修了した者 

専属 事業場に専属の者を選任⇒労働安全コンサルタント、労働衛生コンサル

タント等を選任するときは、専属は不要 

その他 ●選任すべき事由が発生した日から 14日以内に選任 

●選任後、氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により周知 

●作業場の巡視義務なし 

 

 

 

□ 常時 30 人の労働者を使用する旅館業の事業場においては安全衛生推進者を選任しな

ければならないが、安全衛生推進者は少なくとも毎月 1 回作業場等を巡視しなければな

らない。 

[誤り Ｈ23年 8Ｄ] 

⇒｢作業場等の巡視義務はない。｣ 

 

 

□ 労働安全衛生法第 12 条の 2 の規定による安全衛生推進者の選任に当たっては、その

事業場に専属の者を選任しなければならないが、労働安全コンサルタント又は労働衛生

コンサルタントから選任する場合には、当該事業場に専属の者でなくとも差し支えない。

[正解 Ｈ15年 10Ｂ] 
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□ 事業者は、安全衛生推進者を選任したときは、その安全衛生推進者の氏名を作業場の

見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知しなければならないが、その選任に

関する報告書を所轄労働基準監督署長に提出する必要はない。 

[正解 Ｈ20年 9Ｂ] 

【POINT】…労働基準監督署長に報告書の提出が不要な場合 

●安全衛生推進者 

●衛生推進者 

●作業主任者 
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【法 13条】産業医等 

 

[出題実積] ○択一式  ◎選択式 

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 

－ － － ◎◎ ○ ○ ○ － ○ － － 

 

［選択式…Ｈ21年］ 

［問題］ 

労働安全衛生法では、常時 50人以上の労働者を使用する事業場の事業者は、産業医を

選任しなければならないとされ、同法第 13 条第 3 項では、「産業医は、労働者の健康

を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等につ

いて必要な【 Ｄ 】をすることができる。」と定められている。また、労働安全衛生

規則第 15条第 1項では、「産業医は、少なくとも毎月 1回作業場等を巡視し、【 Ｅ 】

又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するた

め必要な措置を講じなければならない。」と定められている。 

［解答］Ｄ：勧告  Ｅ：作業方法 

 

 

□ 事業者は、産業医を選任すべき事業場以外の事業場については、労働安全衛生法第 13

条第 1 項に定める労働者の健康管理等（以下本問において「労働者の健康管理等」とい

う。）を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師又は労働者の健康管理等を行うの

に必要な知識を有する保健師に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努

めなければならない。 

 [正解 Ｈ26年 9Ｃ] 

【解説】 

産業医の選任義務のない事業場（つまり、常時 49人までの事業場）に関しては、労働

者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する保健師に健康管理等の全部又は一部を

行わせるように努めなければなりません。（努力規定） 
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□ 常時 50 人の労働者を使用する自動車整備業の事業場の事業者は、産業医を選任する

義務があるが、厚生労働大臣の指定する者が行う労働者の健康管理等を行うのに必要な

医学に関する知識についての研修を修了した医師であれば、他に資格等を有していない

場合であっても、その者を産業医に選任し、当該事業場の労働者の健康管理等を行わせ

ることができる。 

[正解 Ｈ24年 9Ｅ] 

【解説】 

産業医に関しては、常時 50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、医師のうちから

産業医を選任し、その者に労働者の健康管理等を行わせなければなりません。 

 

 

□ 深夜業を含む業務に常時 500人以上の労働者を従事させる事業場にあっては、その事

業場に専属の産業医を選任しなければならない。 

[正解 Ｈ17年 10Ｂ] 

【解説】 

下記のポイント②の一定の有害業務に関しては、 

・重量物を取扱う業務 

・有害放射線にさらされる業務 

・有害物の粉じん等が発散する場所における業務 

・深夜業を含む業務 

（衛生管理者の選任で、常時 500 人を超える坑内労働や健康上特に有害な業務の範囲

には、深夜業が含まれていません。」 

 

【POINT】…産業医の選任 

下記の事業所では、その事業所の専属の者を選任しなければならない。 

①常時 1,000人以上の労働者を使用する事業場 

②坑内における業務や一定の有害業務に常時 500人以上の労働者を従事させる事業所 

 

●常時 3,000人を超える労働者を使用する事業場は、2人以上の産業医を選任 
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□ 常時 50 人以上の労働者を使用する建設業の事業者は、産業医を選任しなければなら

ないが、産業医は労働衛生コンサルタント試験に合格した医師でその試験の区分が保健

衛生である者のほか、産業医試験に合格し、免許を取得した者の中から選任しなければ

ならない。 

[誤り Ｈ22年 9Ｃ] 

⇒「一定の要件に該当する者から選任しなければならない。」 

（下記の①～⑤の要件  ③は、設問の前半部分） 

【解説】 

設問のように産業医の試験という規定はないため誤りになります。 

産業医は、医師であれば、誰でもなれるわけではありません。 

「医師＋下記の要件を備えた者」から選任しなければなりません。 

 

①労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であって、 

厚生労働大臣の指定する者（法人に限る）が行う研修を修了した者 

② 産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医

科大学その他の大学であって厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて

卒業した者であり、その大学が行う実習を履修したもの  

③ 労働衛生コンサルタント試験に合格した者（試験の区分が保健衛生であるもの） 

④ 大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師（常時勤務す

る者に限る）の職にあり、又はあった者 

⑤ その他厚生労働大臣が定める者 

 

 

□ 常時 60 人の労働者を使用する自動車整備業の事業場においては産業医を選任しなけ

ればならないが、産業医は少なくとも毎年 1回作業場等を巡視しなければならない。 

[誤り Ｈ23年 8Ｃ] 

⇒「毎月 1回」 

 

 

□ 産業医は、少なくとも毎月 1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のお

それがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

[正解 Ｈ16年 9Ｄ] 
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【法 14条】作業主任者 

 

[出題実積] ○択一式  ◎選択式 

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 

－ － － － ○ － － － － － － 

 

 

□ 事業者は、高圧室内作業（潜函工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下

の作業室又はシャフトの内部において行う作業に限る。）については作業主任者を選任し

なければならないが、当該作業主任者は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う高圧

室内作業主任者技能講習を修了した者でなければならない。 

[誤り Ｈ22年 9Ｄ] 

⇒「高圧室内作業主任者免許を受けた者でなければならない。」 

【解説】 

作業主任者は、作業の区分に応じて、 

●都道府県労働局長の免許を受けた者又は 

●都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから選任す

る必要があります。 

ただし、高圧室内作業における作業主任者は、高圧室内作業主任者免許を受けた者か

らの選任になります。 
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【法 17条】安全委員会 

 

[出題実積] ○択一式  ◎選択式 

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 

－ － － － ○ － － － ② － － 

 

□ 安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会を設けている事業者以外の事業者は、安

全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるように

しなければならない。 

 [正解 Ｈ26年 9Ｂ] 

【解説】 

安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会を設けている事業者以外とは、下記の通

りです。 

○安全委員会⇒一定業種で 49人までの事業場 

○衛生委員会⇒全業種で 49人までの事業場 

併せて、努力ではなく、義務規定になっているので注意が必要です。 

  

 

□ 安全委員会を設けなければならない事業場においては、衛生委員会を設けなければな

らない。 

[正解 Ｈ21年 8Ａ] 

【POINT】…設置要件 

安全委員会 衛生委員会 

・業種① 

⇒常時 50人以上 

・業種② 

⇒常時 100人以上 

業種を問わず、常時 50人以上 

業種① 

⇒林業、鉱業、建設業、製造業（木材、木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造

業、輸送用機械器具製造業）、運送業（道路貨物運送業、港湾運送業）、自動車整備業、

機械修理業、清掃業 

業種② 

⇒製造業（上記以外）、運送業（上記以外）、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、 

通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、 

家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業 
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□ 事業者が労働安全衛生法第 17 条の規定により安全委員会を設置しなければならない

場合、事業者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働

協約に別段の定めがあるときを除き、その委員の半数については、当該事業場に労働者

の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組

織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名

しなければならない。 

 [誤り Ｈ26年 9Ｅ] 

⇒「安全委員会の議長となるべき委員以外の委員の半数については」 

 

 

□ 労働安全衛生法においては、事業者は、安全委員会又は衛生委員会の委員の半数につ

いては、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労

働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代

表する者の推薦に基づき指名しなければならない旨規定されている。 

[誤り Ｈ16年 8Ｅ] 

⇒「議長となるべきものを除く委員の半数」 

 

 

□ 事業者は、安全委員会を毎月 1回以上開催するようにしなければならない。 

[正解 Ｈ16年 9Ａ] 

【解説】 

安全委員会、衛生委員会、安全衛生委員会に関しては、毎月 1 回以上開催しなければ

なりません。 
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【法 18条】衛生委員会 

 

[出題実積] ○択一式  ◎選択式 

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 

－ － － ② － － － － － － － 

 

□ 事業者が衛生委員会に付議しなければならない事項には、厚生労働大臣、都道府県労

働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令、

指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関することが含ま

れる。 

[正解 Ｈ16年 8Ａ] 

 

 

□ 労働安全衛生法が定める衛生委員会の調査審議事項には、長時間にわたる労働による

労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関する事項が含まれている。 

[正解 Ｈ21年 9Ｃ] 

【POINT】…衛生委員会の付議事項 

①衛生に関する規程の作成に関すること 

②危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置 

③安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。 

④衛生教育の実施計画の作成に関すること 

⑤有害性の調査並びにその結果に対する対策の樹立に関すること 

⑥作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること 

⑦定期に行われる健康診断、指示を受けて行われる臨時の健康診断、自ら受けた健康診断

及び他の省令の規定に基づいて行われる医師の診断、診察又は処置の結果並びにその結果

に対する対策の樹立に関すること 

⑧労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること 

⑨長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に 

 関すること 

⑩労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること 

⑪厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官 

 又は産業安全専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項 
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□ 事業者は、当該事業場に設置されている衛生委員会の委員として、原則として、当該

事業場の産業医を指名しなければならないこととされているが、当該産業医が嘱託の場

合には、必ずしも指名することを要しない。 

[誤り Ｈ16年 8Ｂ] 

⇒「嘱託の場合でも必ず指名しなければならない。」 

 

 

□ 衛生委員会を設けなければならない事業者は、衛生委員会を毎月 1回以上開催するよ

うにしなければならない。 

[正解 Ｈ21年 8Ｄ] 
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【法 19条】安全衛生委員会 

 

[出題実積] ○択一式  ◎選択式 

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 

－ ③ ○ ③ － － － － － － － 

 

□ 事業者は、安全衛生委員会を毎月 1回以上開催し、開催の都度、遅滞なく、その委員

会の議事の概要を労働者に周知するとともに、その開催状況等を記載した報告書を所轄

労働基準監督署長に提出しなければならない。 

[誤り Ｈ20年 9Ｄ] 

【解説】 

後半の規定はないため誤りになります。 

 

 

□ 事業者は、安全委員会を開催したときは、遅滞なく、当該安全委員会の議事の概要を

所定の方法によって労働者に周知させなければならない。 

[正解 Ｈ21年 8Ｅ] 

【解説】 

議事に関しては、3年間保存することが必要です。 

 

 

□ 安全衛生委員会の構成員には、事業者が指名した産業医を加えなければならない。 

[正解 Ｈ21年 8Ｂ] 

【解説】 

安全委員会に関しては産業医を加える必要はありません。 

ただし、衛生委員会（安全衛生委員会）に関しては産業医を加えなければならないの

で設問は正解です。 
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【POINT】…委員会の構成 

安全委員会 衛生委員会 

①総括安全衛生管理者又はその事業の実

施を統括管理する者（準ずる者も含む） 

②安全管理者 

③安全に関して経験を有する労働者 

●①～③に関して事業者が指名した者 

①総括安全衛生管理者又はその事業の実

施を統括管理する者（準ずる者も含む） 

②衛生管理者 

③産業医 

④衛生に関して経験を有する労働者 

●①～④に関して事業者が指名した者 

【委員】 

議長は、①の委員から 

①以外の委員の半数は、過半数労働組合（ないときは過半数労代表者）の推薦に基づ

き指名で行う。 

 

 

□ 安全衛生委員会の構成員の総数については、事業場の規模、作業の実態等に応じ定め

られていて、事業者が適宜に決めることはできない。 

[誤り Ｈ21年 8Ｃ] 

⇒「事業場の規模、作業の実態等に応じての定めはなく、適宜決定すべきものである。」 

【解説】 

同様に安全委員会、衛生委員会に関しても構成員の総数に関しての定めはありません。 

 

 

□ 労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業を行う者

（ 以下「派遣先事業者」という。）は、派遣中の労働者が安全又は衛生に関し経験を有

する者であれば、当該派遣中の労働者を、それぞれ安全委員会若しくは衛生委員会の委

員に指名し、又は安全衛生委員会の委員に指名することができる。 

[正解 Ｈ19年 9Ａ] 
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□ 派遣中の労働者に関しての総括安全衛生管理者、衛生管理者、安全衛生推進者又は衛

生推進者及び産業医の選任の義務並びに衛生委員会の設置の義務は、派遣先事業者のみ

に課せられており、当該事業場の規模の算定に当たっては、派遣先の事業場について、

派遣中の労働者の数を含めて、常時使用する労働者の数を算出する。 

[誤り Ｈ19年 9Ｂ] 

⇒「派遣先及び派遣元事業者双方に課せられており」（前段） 

⇒「派遣先及び派遣元のそれぞれの事業場において」（後段） 

【解説】 

上記設問の押さえ方としては、「衛生」に絡む内容は、派遣先及び派遣元の双方に選任、

設置義務が生じます。 

 

【POINT】…派遣労働者に対する安全衛生管理体制の適用（規模・設置） 

○派遣先のみ 

⇒安全管理者、安全委員会 

 

○派遣先及び派遣元の双方 

⇒総括安全衛生管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者、衛生委員会、 

産業医 

 

 

□ 派遣中の労働者に関しての安全管理者の選任の義務及び安全委員会の設置の義務は、

派遣元の事業の事業者（ 以下「派遣元事業者」という。）のみに課せられているが、当該

事業場の規模の算定に当たっては、派遣元の事業場について、派遣中の労働者の数を含

めて、常時使用する労働者の数を算出する。 

[誤り Ｈ19年 9Ｃ] 

⇒「派遣先の事業の事業者（以下「派遣先事業者」という。）」（前段） 

⇒「派遣先事業場について」 

【解説】 

「安全」絡みは、すべて派遣先に関して規模の算定や設置義務が生じると押さえます。 
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【法 15条】統括安全衛生責任者 

 

[出題実積] ○択一式  ◎選択式 

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 

－ ◎ ③ － ○ － － － ○ － － 

 

【請負組織の管理体制】 

①建設業を行う元方事業者で、労働者等が常時 50 人以上の場合（ずい道等は 30 人以

上） 

 

  

  

                   指揮 

      連 

      絡 

 

 

 

 

 

②造船業を行う元方事業者で、労働者等が常時 50人以上の場合 

（元方安全衛生管理者の選任は不要） 

 

  

      連 

      絡 

                    

 

   

 

③統括安全衛生責任者、元方安全管理者、安全衛生責任者の選任義務がない場合 

○ ずい道の建設、橋梁の建設、圧気工法による業務で常時 20人以上 30人未満又は 

○ 鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物の業務で常時 20人以上 50人未満 

 

 

 

 

統括安全衛生責任者 

安全衛生責任者 

元方安全衛生管理者 

統括安全衛生責任者 

安全衛生責任者 

店社安全衛生管理者 
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【H19年 選択式】 

労働安全衛生法第 15条第 1項において、元方事業者とは、「事業者で、【 Ｅ 】にお

いて行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの（当該事業の仕事の一部

を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該

請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」と

いう。）」と定義されている。 

【解答】Ｅ：一の場所 

 

□ 建設業に属する事業を行う特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の

作業が同一の場所において行われるときは、当該場所の状況（労働者に危険を生ずるお

それのある箇所の状況を含む。以下本問において同じ。）、当該場所において行われる作

業相互の関係等に関し関係請負人がその労働者であって当該場所で新たに作業に従事す

ることとなったものに対して周知を図ることに資するため、当該関係請負人に対し、当

該周知を図るための場所の提供、当該周知を図るために使用する資料の提供等の措置を

講じなければならない。ただし、当該特定元方事業者が、自ら当該関係請負人の労働者

に当該場所の状況、作業相互の関係等を周知させるときは、この限りでない。 

 [正解 Ｈ26年 10Ａ] 

 

   

□ 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が同一の場所で混在して仕事

をすることによって生ずる労働災害を防止するため、労働安全衛生法施行令第 7 条第 2

項で定める仕事の区分により、統括安全衛生責任者を選任しなければならないが、この

場合、その労働者及び関係請負人の労働者が常時 40 人のずい道の建設の仕事について

は、統括安全衛生責任者を選任する必要はない。 

[誤り Ｈ20年 10Ａ] 

⇒「統括安全衛生責任者を選任しなければならない。」 

【解説】 

設問では、常時 40 人以上のずい道（トンネル）の建設の仕事で、常時 30 人以上の要

件を満たしているので、選任が必要になります。 
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【POINT】…用語の定義 

●特定事業：建設業及び造船業 

●元方事業者：一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせている 

事業者 

●特定元方事業者：建設業及び造船業の元方事業者 

●統括安全衛生責任者：特定事業でその場所で事業の実施を統括管理する者 

●元方安全衛生管理者：建設業で選任される技術的事項を管理（造船業は選任不要） 

●安全衛生責任者：下請業者で選任され、統括安全衛生責任者との連絡等をする者 

●店社安全衛生管理者：統括安全衛生責任者を選任しない規模の一定の建設業で選任 

 

【POINT】…統括安全衛生責任者の選任規模 

次の特定元方事業者で 

①下記以外の建設・造船の仕事 

⇒常時 50人以上 

②ずい道等の建設の仕事、一定の場所での橋梁の建設の仕事、圧気工法による作業を

行う者 

⇒常時 30人以上 

 

 

□ 建設業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の数が労働

安全衛生法施行令で定める仕事の区分に応じて一定数未満であるときを除き、これらの

労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するた

め、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮等をさせなけれ

ばならない。 

[正解 Ｈ22年 8Ａ] 

【解説】 

統括安全衛生責任者を選任した「建設業」の元方事業者は、元方安全衛生管理者を選

任する必要があります。冒頭に建設業とあるので正解になります。 

仮に冒頭が「特定元方事業者は、…」とあれば、造船業も含まれるので誤りです。 

 

 

□ 労働安全衛生法第 15条第 2項は、「統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事

業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない」と規定しており、統括安全

衛生責任者は当該事業場における事業の実施について実質的に統括管理する権限及び責

任を有しているが、当該作業場所を巡視することに関する措置を講ずる必要はない。 

[誤り Ｈ20年 10Ｂ] 

⇒「講じなければならない。」 



労働安全衛生法 2017 

 

Copyright (C) 2013 みんなの社労士合格塾. All Rights Reserved.  51 

 

□ 都道府県労働局長は、特定元方事業者の労働者及び関係請負人の労働者が一の場所で

行う仕事に係る労働災害の発生率が他の同業種、同規模の仕事と比べて高く、それが統

括安全衛生責任者の不適切な業務執行に基づくものであると考えられる場合、当該統括

安全衛生責任者の業務執行について当該統括安全衛生責任者を選任した事業者に対し勧

告することができる。 

[正解 Ｈ20年 10Ｃ] 

【POINT】 

●都道府県労働局長は統括安全衛生者の業務執行について事業者に勧告可能 

●労働基準監督署長は事業者に対して、元方安全衛生管理者の増員又は解任を命ずる

ことが可能。 
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【法 37条】製造の許可 

 

[出題実積] ○択一式  ◎選択式 

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 

－ － － － － － － ○ － － － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              合格 

 

 

 

 

製造許可 

都道府県労働局長

の検査 

あらかじめ都道府県労働局長の許可必要 

 

①製造した者 

②輸入した者 

③一定期間設置されなかったものを設置しよ

うとする者 

④使用を廃止したものを再び設置し、もしくは

使用しようとする者 

労働基準監督署長

の検査 

①設置した者（移動式のものを除く） 

②変更を加えた者 

③使用を休止したものを再び使用しよう

とする者 

 

①⇒検査証の交付 

②、③⇒検査証の裏書 

【特定機械等】 

①ボイラー（小型ボイラー等を除く） 

②第 1種圧力容器（小型圧力容器等を除く） 

③つり上げ荷重が 3トン以上のクレーン（スタッカー式は 1トン以上のもの） 

④つり上げ荷重が 3トン以上の移動式クレーン 

⑤つり上げ荷重が 2トン以上のデリック 

⑥積載荷重が 1トン以上のエレベーター 

⑦ガイドレールの高さが 18メートル以上の建設用のリフト 

⑧ゴンドラ 
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□ 次の機械等（本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。）のうち、労

働安全衛生法第 37条第 1項の規定に基づき、製造しようとする者が、厚生労働省令で定

めるところにより、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならないものと

して正しいものはどれか。 

A.フォークリフト  

B.作業床の高さが 2メートルの高所作業車 

C.不整地運搬車  

D.直流電圧が 750ボルトの充電電路について用いられる活線作業装置    

E.つり上げ荷重が 5トンの移動式クレーン 

[正解 E Ｈ25年 10Ｅ] 

【解説】 

都道府県労働局長の許可を受けなければならない場合とは、特定機械等を製造する際

に必要になってきます。 

特定機械等に関しては、8種類の機械名を覚えていれば取れる問題です。 

 

法 37条の製造の許可が最後に出題されたのが平成 14年度の本試験になり、10年ぶり

の出題になります。 

今後も出題される可能性があるので、8 つの機械名はしっかりと暗記する必要があり

ます。 

なお、設問のＥでは、「つり上げ荷重が 5トン以上の移動式クレーン」という例示であ

り、条文上は、「つり上げ荷重が 3トン以上の移動式クレーン」が基準になります。 
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【法 43条】譲渡等の制限 

 

[出題実積] ○択一式  ◎選択式 

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 

－ － － － ◎◎ － － － － － － 

 

［選択式…Ｈ22年］ 

［問題］ 

労働安全衛生法第 43 条においては、「動力により駆動される機械等で、作動部分上の

【 Ｄ 】又は動力伝導部分若しくは調速部分に厚生労働省令で定める防護のための

措置が施されていないものは、譲渡し、貸与し、又は譲渡若しくは貸与の目的で 

【 Ｅ 】してはならない。」と規定されている。 

［解答］Ｄ：突起物   Ｅ：展示 
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【法 59条】安全衛生教育 

 

[出題実積] ○択一式  ◎選択式 

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 

－ ② － － ② － － － ② ② － 

 

□ 派遣就業のために派遣される労働者に対する労働安全衛生法第 59 条第 1 項の規定に

基づくいわゆる雇入れ時の安全衛生教育の実施義務については、当該労働者を受け入れ

ている派遣先の事業者に課せられている。 

[誤り Ｈ27年 9Ｂ] 

⇒「派遣元の事業所に課せられている」 

【解説】 

労働者派遣法 45条（派遣中の労働者に関する派遣元・派遣先の責任分担区分）により、 

雇入れ時の安全衛生教育は、「派遣元」の事業者が行います。 

 

 

□ 派遣就業のために派遣され就業している労働者に対する労働安全衛生法第 59 条第 3

項の規定に基づくいわゆる危険・有害業務に関する特別の教育の実施義務については、

当該労働者を派遣している派遣元の事業者及び当該労働者を受け入れている派遣先の事

業者の双方に課せられている。 

[誤り Ｈ27年 9Ｃ ] 

⇒「派遣先のみに課せられている。」 

【解説】 

根拠条文は、平成 27年 9Ｂと同じです。 

特別の教育の実施義務は、派遣先の事業者のみに課せられています。 

危険・有害業務に関する具体的、実務的な内容は、派遣元では対処できないので、派遣

先において行われます。 
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□ 労働安全衛生法第 59 条第 1 項に規定するいわゆる雇入れ時の安全衛生教育は、派遣

労働者については、当該労働者が従事する「当該業務に関する安全又は衛生のために必

要な事項」（労働安全衛生規則第 35 条第 1 項第 8 号）も含めて、派遣元の事業者がその

実施義務を負っている。  

[正解 Ｈ26年 10Ｅ] 

【POINT】…派遣労働者 

 派遣元 派遣先 

雇入れ時の教育 ○ × 

作業内容変時の教育 ○ ○ 

特別教育 
× ○ 

職長等の教育 

 

 

  

 

□ 労働安全衛生法第 59 条第 1 項の規定に基づくいわゆる雇入れ時の安全衛生教育の実

施の義務は、派遣先事業者及び派遣元事業者の双方に課せられている。 

[誤り Ｈ19年 9Ｄ] 

⇒「派遣元事業者に課せられている。」 

 

 

□ 労働安全衛生法第 59 条第 2 項の規定に基づくいわゆる作業内容変更時の安全衛生教

育の実施の義務は、派遣先事業者のみに課せられている。 

[誤り Ｈ19年 9Ｅ] 

⇒「派遣元及び派遣先の事業者双方に課せられている。」 

安全衛生教育の実施 実施義務者 

雇入れ時 派遣元事業者 

作業内容変更時 派遣元事業者 ＋ 派遣先事業者 

 

特別の安全衛生教育の実施 実施義務者 

危険・有害業務に関する特別の教育の実施 派遣先事業者 
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□ 労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に関して

は、労働安全衛生法第 59条第 2項の規定に基づく作業内容変更時の安全衛生教育は派遣

元事業主及び派遣先事業主が、同条第 3 項の特別の安全衛生教育は派遣先事業主が、そ

れぞれ行わなければならない。 

[正解 Ｈ17年 8Ａ] 

 

 

□ 労働安全衛生法第 59条及び第 60条の安全衛生教育については、それらの実施に要す

る時間は労働時間と解されるので、当該教育が法定労働時間外に行われた場合には、当

然割増賃金が支払われなければならない。 

 [正解 Ｈ26年 10Ｂ] 

 

 

□ 労働安全衛生法上、雇入れ時の健康診断の対象となる労働者と雇入れ時の安全衛生教

育の対象となる労働者は、いずれも常時使用する労働者である。 

[誤り Ｈ17年 8Ｂ] 

⇒「それぞれ異なる。」 

【POINT】 

●雇入時の健康診断の対象となる労働者 

⇒常時使用する労働者 

●雇入時・作業内容変更時の安全衛生教育の対象となる労働者 

⇒全業種すべての労働者 
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□ 事業者は、労働者を雇い入れたときは、労働安全衛生規則に定める事項について安全

衛生教育を行わなければならないが、業種が燃料小売業である場合は、雇い入れた労働

者すべてを対象として、①機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方

法に関すること、②安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方

法に関すること、③作業手順に関すること、④作業開始時の点検に関することについて

は安全衛生教育を省略することができる。 

[誤り Ｈ22年 10Ａ] 

⇒「省略することができない。」 

【解説】 

安全衛生教育の教育項目は、全部で 8つあり、そのうち設問の 4項目に関しては、 

屋内産業的業種でかつ非工業的事業場の場合、省略することができます。 

もう一つ省略できる場合は、教育項目の全部又は一部に十分な知識・技能を有する労

働者は、その項目を省略することができます。 

 

 

□ 事業者は、労働者の作業内容を変更したときは、労働安全衛生規則に定める事項につ

いて安全衛生教育を行わなければならないが、当該事項の全部に関し十分な知識及び技

能を有していると認められる労働者であっても、その全部の事項についての安全衛生教

育を省略することはできない。 

[誤り Ｈ22年 10Ｂ] 

⇒「全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者について

は、当該事項についての教育を省略することができる。」 
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【法 59条 3項】特別教育 

 

[出題実積] ○択一式  ◎選択式 

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 

－ － － ○ ② － － － ○ － － 

 

【条文】…法 59条 3項（特別教育） 

 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせる

ときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のため

の特別の教育を行なわなければならない。 

 

□ 事業者は、最大荷重が 1トン未満のフォークリフトの運転の業務については、労働安

全衛生法第 59条第 3項のいわゆる特別教育を行わなければならない。 

[正解 Ｈ21年 10Ｃ] 

【POINT】…特別教育の対象業務 

●最大荷重 1トン未満のフォークリフトの運転 

●つり上げ荷重 1トン未満の移動式クレーンの運転 

●アーク溶接等の業務 

●小型ボイラーの取扱い 

●建設用リフトの運転 

 

 

□ 事業者は、廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉の設備の保守点検等の業務に

労働者を就かせるときは、労働安全衛生規則第 592 条の 7 に規定する科目について特別

の安全衛生教育を行わなければならないが、当該科目の一部について十分な知識及び技

能を有していると認められる労働者であっても、その科目についての特別の安全衛生教

育を省略することはできない。 

[誤り Ｈ22年 10Ｃ] 

⇒「に関しては」 

⇒「省略することができる。」 

 

 

□ 事業者は、建設用リフトの運転の業務に労働者を就かせるときは、その業務に関する

特別の安全衛生教育を行わなければならないが、その業務に関する特別の安全衛生教育

を行ったときは、当該教育の受講者、科目等の記録を作成して、3年間保存しておかなけ

ればならない。 

[正解 Ｈ22年 10Ｄ] 
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□ 事業者は、労働安全衛生法第 59 条第 3 項の規定に基づく安全又は衛生のための特別

教育を行ったときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成し、これを 2 年間保

存しておかなければならない。 

[誤り Ｈ17年 8Ｃ] 

⇒「3年間保存」 

 

 

□ 労働安全衛生法第 59 条第 3 項の規定に基づく安全又は衛生のための特別の教育の実

施に要する時間は、業務との関係が深く、労働時間と解されるが、同条第 1 項の規定に

基づく雇入れ時の安全衛生教育が法定労働時間外に行われた場合には、労働基準法第 37

条の規定に基づく割増賃金を支払うまでの必要はない。 

[誤り Ｈ17年 8Ｄ] 

⇒｢割増賃金を支払わなければならない。｣ 

【解説】 

雇入れ時の安全衛生教育の時間も当然労働時間になり、法定労働時間を超えたら割増

賃金の支払いが必要になります。 

 

 

□ 事業者は、所轄都道府県労働局長が労働災害の発生率等を考慮して指定する事業場に

ついて、労働安全衛生法第 59 条又は第 60 条の規定に基づく安全又は衛生のための教育

に関する具体的な計画を作成しなければならず、また、当該事業者は、4月 1日から翌年

3 月 31 日までに行ったこれらの規定に基づく安全又は衛生のための教育の実施結果を、

毎年一定の期日までに、所定の様式により、所轄労働基準監督署長に報告しなければな

らない。 

 [正解 Ｈ26年 10Ｄ] 

【解説】 

労働安全衛生法 59条は、「安全衛生教育、特別教育」 

労働安全衛生法 60条は、「職長等の教育」の内容になります。 

上記に関する計画を毎年 4月 30日までに報告する必要があります。 
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【法 60条】職長等の教育 

 

[出題実積] ○択一式  ◎選択式 

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 

－ － － － ○ － － － ○ － － 

 

【条文】…第 60条（職長等の教育） 

事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につ

くこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者（作業主任者

を除く。）に対し、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。 

 

□ 労働安全衛生法第 60条に定める職長等の教育に関する規定には、同法第 59条に定め

る雇入れ時の教育（同条第 1項）、作業内容変更時の教育（同条第 2項）及び特別の教育

（同条第 3項）に関する規定と同様に、その違反には罰則が付けられている。 

 [誤り Ｈ26年 10Ｃ] 

  ⇒「罰則が付されていない。」 

【POINT】 

違反内容 罰則 

職長等の教育 罰則なし 

雇入れ時の教育・作業内容変更時の教育 50万円以下の罰金 

特別の教育 6月以下の懲役又は 50万以下の罰金 

黄リンマッチ・ベンジジン等の製造等 3年以下の懲役又は 300万円以下の 

罰金 

許可を受けずにジクロルベンジジン等の 

製造許可物質を製造 

1年以下の懲役又は 100万円以下の 

罰金 
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□ 運送業の事業者は、新たに職務に就く職長に対して、作業方法の決定及び労働者の配

置に関すること、労働者に対する指導又は監督の方法に関すること等について安全衛生

教育を行わなければならない。 

[誤り Ｈ22年 10Ｅ] 

⇒「安全衛生教育を行う必要はない。」 

【解説】 

運送業は、職長等の教育の対象業種ではないので誤りになります。 

 

【POINT】…職長等の教育対象業種 

①建設業、②製造業（一定のものを除く）、③電気業、④ガス業、⑤自動車整備業 

⑥機械修理業 
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【法 61条】就業制限 

 

[出題実積] ○択一式  ◎選択式 

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 

－ － － ③ ○ － － － － ◎ ⑤ 

 

【選択式…Ｈ27年】 

【問題】事業者は、クレーンの運転その他の業務で、労働安全衛生法施行令第 20条で

定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道

府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚

生労働省令で定める資格を有する者でなければ当該業務に就かせてはならないが、労

働安全衛生法施行令第 20 条で定めるものには、ボイラー（小型ボイラーを除く。）の

取扱いの業務、つり上げ荷重が 5トン以上のクレーン（跨線テルハを除く。）の運転の

業務、【 Ｅ 】などがある。 

【解答】Ｅ：最大荷重（フォークリフトの構造及び材料に応じて基準荷重中心に負荷さ

せることができる最大の荷重をいう。）が 1トン以上のフォークリフトの運転（道路上を

走行させる運転を除く。）の業務 

 

 

□ 産業労働の場において、事業者は、例えば最大荷重が 1トン以上のフォークリフトの

運転（道路上を走行させる運転を除く。）の業務については、都道府県労働局長の登録を

受けた者が行うフォークリフト運転技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める

資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならないが、個人事業主である事業

者自らが当該業務を行うことについては制限されていない。 

［誤り Ｈ28年 10Ａ］ 

⇒個人事業主も適用される。 

 

 

□ 建設機械の一つである機体重量が 3トン以上のブル・ドーザーの運転（道路上を走行

させる運転を除く。）の業務に係る就業制限は、建設業以外の事業を行う事業者には適用

されない。 

［誤り Ｈ28年 10Ｂ］ 

⇒建設業に限定されていない。 
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□ つり上げ荷重が 5トンのクレーンのうち床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷

の移動とともに移動する方式のものの運転の業務は、クレーン・デリック運転士免許を

受けていなくても、床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者であればその業務に

就くことができる。 

［正解 Ｈ28年 10Ｃ］ 

 

 

□ クレーン・デリック運転士免許を受けた者は、つり上げ荷重が 5トンの移動式クレー

ンの運転（道路上を走行させる運転を除く。）の業務に就くことができる。 

［誤り Ｈ28年 10Ｄ］ 

⇒移動式クレーン運転免許を受けた者は 

 

 

□ 作業床の高さが 5 メートルの高所作業車の運転（道路上を走行させる運転を除く。）

の業務は、高所作業車運転技能講習を修了した者でなければその業務に就くことはでき

ない。 

［誤り Ｈ28年 10Ｅ］ 

⇒10メートル 
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□ 各種商品卸売業及び各種商品小売業の事業者が、当該事業場の倉庫内で、労働者を最

大荷重が 1 トン以上のフォークリフトの運転の業務に就かせる場合については、労働安

全衛生法第 61条第 1項に定める就業制限の適用は除外される。 

[誤り Ｈ21年 10Ｄ] 

⇒「就業制限は適用される。」 

【POINT】…就業制限業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就業可能 

 

 

 

 

 

 

事業者は 

●最大荷重 1 トン以上のフォーク

リフトの運転（道路上走行を除く）

の業務 

●作業床の高さが 10 メートル以

上の高所作業車の運転（道路上走

行を除く）の業務 

●つり上げ荷重 1 トン以上のクレ

ーン等の玉掛け 

 

●発破の点火、残薬の点検 

●ボイラー（小型ボイラーを除く）

の取り扱い 

●つり上げ荷重 5 トン以上のクレ

ーンの運転の業務 

●つり上げ荷重 1 トン以上の移動

式クレーンの運転 

都道府県労働局長の登録を受け

た者が行う技能講習を修了した

者） 

 

都道府県労働局長の当該業務に

係る免許を受けた者 

H27年 選択式出題 （下記選択肢） 

「最大荷重（フォークリフトの構造及び材料に応じて基準荷重中心に負荷さ

せることができる最大の荷重をいう。）が１トン以上のフォークリフトの運転

（道路上を走行させる運転を除く。）の業務」 
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□ 労働安全衛生法第 61 条第 1 項に定める資格を有しない個人事業主が、当該事業場の

倉庫内で、最大荷重が 1 トン以上のフォークリフトの運転の業務に就いた場合について

は、労働安全衛生法の罰則規定は適用されない。 

[誤り Ｈ21年 10Ｅ] 

⇒「適用される。」 

【解説】 

最大荷重 1 トン以上のフォークリフト（設問では倉庫内）の運転の業務に資格を持っ

ていない者（技能講習を修了していない者）を就かせた場合、罰則規定が適用されま

す。（50万円以下の罰金） 

 

 

□ 事業者は、作業床の高さが 10 メートル以上の高所作業車の運転（道路上を走行させ

る運転を除く。）の業務については一定の資格を有する者でなければ当該業務に就かせて

はならないが、当該業務に就くことができる者は、都道府県労働局長の登録を受けた者

が行う高所作業車運転技能講習を修了した者でなければならない。 

[正解 Ｈ22年 9Ｅ] 

 

 

□ フォークリフト運転技能講習を受講しようとする者は、当該技能講習を実施する所轄

労働基準監督署長に技能講習受講申込書を提出しなければならない。 

[誤り Ｈ21年 10Ａ] 

⇒「技能講習を行う登録教習機関に」 

【解説】 

技能講習に関しては、都道府県労働局長の登録を受けた者（登録教習機関）が技能講

習を実施します。 

要するに民間に委託しているということで、申し込み等に関しては登録教習機関にな

ります。 

 

 

□ フォークリフト運転技能講習を修了した者は、当該技能講習の修了により就くことが

できるフォークリフトの運転の業務に従事する場合は、フォークリフト運転技能講習を

修了したことを証する書面を携帯している必要はない。 

[誤り Ｈ21年 10Ｂ] 

⇒「携帯しなければならない。」 
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【法 65の 3】作業の管理 

 

[出題実積] ○択一式  ◎選択式 

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 

－ － － － － － － － － － － 

 

［選択式…Ｈ17年］ 

［問題］ 

いわゆる過労自殺に関する最高裁判所のある判決によれば、「労働者が労働日に長時間

にわたり業務に従事する状況が継続するなどして、疲労や心理的負荷等が過度に蓄積

すると、労働者の心身の健康を損なう危険のあることは、周知のところである。労働

基準法は、労働時間に関する制限を定め、労働安全衛生法 65条の 3は、作業の内容等

を特に限定することなく、同法所定の事業者は労働者の健康に配慮して労働者

【 Ｄ 】を適切に【 Ｅ 】するように努めるべき旨を定めているが、それは、右の

ような危険が発生するのを防止することをも目的とするものと解される。」と述べられ

ている。 

［解答］Ｄ：の従事する作業  Ｅ：管理 
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【法 65の 4】作業時間の制限 

 

[出題実積] ○択一式  ◎選択式 

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 

－ － － － － ◎ － － － － － 

 

［選択式…Ｈ23年］ 

［問題］ 

労働安全衛生法第 65条の 4においては、「事業者は、【 Ｅ 】その他の健康障害を生

ずるおそれのある業務で、厚生労働省令で定めるものに従事させる労働者については、

厚生労働省令で定める作業時間についての基準に違反して、当該業務に従事させては

ならない。」と規定されている。 

［解答］Ｅ：潜水業務 
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【法 65】作業環境測定 

 

[出題実積] ○択一式  ◎選択式 

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 

－ － － － － ○ － － － － － 

 

【条文】…法 65条（作業環境測定）  

①事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものにつ

いて、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。

（中略） 

⑤都道府県労働局長は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると

認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、事業者に対し、作業環境測定の実施

その他必要な事項を指示することができる 

 

【作業環境測定の流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【有害な業務を行う屋内作業場その他】 

○土石・鉱物・金属等の粉じんを著しく発散する屋内作業場 

○著しい騒音を発する屋内作業場 

○坑内作業場 

○石綿等を取り扱う屋内作業場 

事業者は、 

作業環境測定を行う 

 

厚生労働大臣の定める

作業環境測定基準に従

い行う。 
記録の保管 

○原則…3年間 

○例外 

・放射線…5年間 

・粉じん…7年間 

・特定化学物質のうち 

クロム酸等…30年間 

・石綿…40年間 

作業環境測定の結果の評価を行う。 

○厚生労働大臣の定める 

作業環境評価基準に従い行う。 

○評価結果の保存（原則：3年間） 

 

 
事業者は、作業環境測定の結果の評価に基づき、労働者の健康を保持するた

めに必要があると認めるとき 

⇒施設又は設備の設置又は整備、健康診断の実施その他適切な措置を講じ

なければならない。 
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□ 都道府県労働局長は、労働安全衛生法第 65 条の規定により、作業環境の改善により

労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、

作業環境測定を実施すべき作業場その他必要な事項を記載した文書により、事業者に対

し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。 

[正解 Ｈ23年 9Ａ] 

【解説】 

「労働衛生指導医」が労働安全衛生法で出てくる箇所が 2か所あります。 

 

 

 

 

 

 

労働衛生指導医は、都道府県労働局のもとに置かれているので、「労働衛生指導医」と

「都道府県労働局長」はセットで出題されます。 

 

 

□ 事業者は、労働安全衛生法第 65 条の規定による作業環境測定の結果の評価に基づい

て、労働者の健康を保持するため必要があると認められるときは、厚生労働省令で定め

るところにより、施設又は設備の設置又は整備、健康診断の実施その他の適切な措置を

講じなければならない。 

[正解 Ｈ16年 10Ｄ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作業環境測定（法 65

条） 

臨時の健康診断（法 66

条） 

都道府県労働局長 
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【法 66】一般健康診断 

 

[出題実積] ○択一式  ◎選択式 

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 

－ ② － － － ◎ － － ◎ ④ － 

 

［選択式…Ｈ26年］ 

［問題］ 

労働安全衛生法に基づく健康診断に関し、常時 50 人以上の労働者を使用する事業者

は、【 Ｄ 】を行ったときは、遅滞なく、所定の様式による結果報告書を所轄労働基

準監督署長に提出しなければならない。 

［解答］Ｄ…労働安全衛生規則第 44条の規定によるいわゆる定期健康診断 

 

［選択式…Ｈ23年］ 

［問題］ 

事業者が労働安全衛生規則第 43 条の規定によるいわゆる雇入時の健康診断を行わな

ければならない労働者は、【 Ｄ 】労働者であって、法定の除外事由がない者である。 

［解答］Ｄ…常時使用する 

 

 

□ 派遣就業のために派遣され就業している労働者に対して行う労働安全衛生法に定め

る医師による健康診断については、同法第 66条第 1項に規定されているいわゆる一般定

期健康診断のほか、例えば屋内作業場において有機溶剤を取り扱う業務等の有害な業務

に従事する労働者に対して実施するものなど同条第 2 項に規定されている健康診断も含

めて、その雇用主である派遣元の事業者にその実施義務が課せられている。 

[誤り Ｈ27年 9Ｄ] 

⇒「一般健康診断については、派遣元の事業者に実施義務が課せられ」 

⇒「は、派遣先の事業者に実施義務が課せられている。」 

【解説】 

平成 27年 9Ｂと同じく、派遣法 45条に規定されています。 

派遣元 派遣先 

・一般健康診断 

・雇入れ時の安全衛生教育 

・特殊健康診断 

・特別教育 

●考え方は、「安全衛生教育」と同じです。 

 

 



労働安全衛生法 2017 

 

Copyright (C) 2013 みんなの社労士合格塾. All Rights Reserved.  72 

 

□ 常時使用する労働者に対して、事業者に実施することが義務づけられている健康診断

は、通常の労働者と同じ所定労働時間で働く労働者であっても 1 年限りの契約で雇い入

れた労働者については、その実施義務の対象から外されている。 

[誤り Ｈ27年 10Ａ] 

⇒「その実施義務の対象となる。」 

【解説】 

平成 26年 7月 24日の通達からの出題です。 

期間の定めのある労働契約により雇い入れられた労働者であっても、契約期間が 1 年

以上である者は、常時使用される労働者として健康診断の対象になります。 

設問の「1 年限りの契約…」という表現は、「1 年契約」ということになり誤りになり

ます。 

 

□ 事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者については、当該業務への配置替

えの際及び 6 月以内ごとに 1 回、定期に、労働安全衛生規則に定める項目について健康

診断を実施しなければならない。 

[正解 Ｈ27年 10Ｂ] 

【解説】 

特定業務従事者に関する問題です。 

 

特定業務…（労働安全衛生規則第 13条第 1項第 2号に掲げる業務） 

①多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務 

②多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務 

③ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務 

④土石、獣毛等のじんあいまたは粉末を著しく飛散する場所における業務 

⑤異常気圧下における業務 

⑥さく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務 

⑦重量物の取り扱い等重激な業務 

⑧ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務 

⑨坑内における業務 

⑩深夜業を含む業務 

⑪水銀、砒素、黄リン、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、苛性アルカリ、石炭酸

その他これらに準ずる有害物質を取り扱う業務 

⑫鉛、水銀、クロム、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これらに準ずる

有害物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務 

⑬病原体によって汚染のおそれが著しい業務 

⑭その他厚生労働大臣が定める業務 

 

特定業務に配置換えの際及び 6カ月以内ごとに

1回、医師による健康診断が必要 
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□ 事業者は、高さ 10 メートル以上の高所での作業に従事する労働者については、当該

業務への配置替えの際及び 6 月以内ごとに 1 回、定期に、労働安全衛生規則に定める項

目について健康診断を実施しなければならない。 

[誤り Ｈ27年 10Ｃ] 

⇒「健康診断を実施する必要はない。」 

【解説】 

設問の労働者は、特定業務従事者に該当しないので誤りになります。 

 

 

□ 健康診断の受診に要した時間に対する賃金の支払について、労働者一般に対し行われ

るいわゆる一般健康診断の受診に要した時間については当然には事業者の負担すべきも

のとされていないが、特定の有害な業務に従事する労働者に対し行われるいわゆる特殊

健康診断の実施に要する時間については労働時間と解されているので、事業者の負担す

べきものとされている。 

[正解 Ｈ27年 10Ｅ] 

労働時間に該当 労働時間に該当しない 

・特殊健康診断の実施時間 

・安全衛生教育の実施時間 

・安全委員会、衛生委員会、安全衛生委員

会の実施時間 

・一般健康診断の実施時間 

 

 

□ 事業者は、いわゆるパートタイム労働者に対しても、その者の 1週間の労働時間数が

当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の 1 週間の所定労働時間数の 3

分の 2以上の場合には、労働安全衛生法第 66条に規定する健康診断を実施しなければな

らない。 

[誤り Ｈ15年 9Ｂ] 

⇒「4分の 3以上の場合には」 

【解説】 

パートタイム労働者に対して一般健康診断を実施する必要がある場合 

⇒週所定労働時間が、その事業所の同種の業務に従事する通常の労働者の週所定労働

時間の 4分の 3以上である場合になります。 

 

 

 

特定業務従事者に関する設問 
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□ 事業者は、いわゆるパートタイム労働者に対しても、当該労働者が、期間の定めのな

い労働契約により使用され、その者の 1 週間の労働時間数が当該事業場において同種の

業務に従事する通常の労働者の 1週間の所定労働時間数の 4分の 3以上である場合には、

労働安全衛生法第 66条に規定する健康診断を実施しなければならない。 

[正解 Ｈ19年 10Ｃ] 

 

 

□ 一般健康診断の検査項目としては、胸部エックス線検査、血圧測定、肝機能検査、血

中脂質検査、血糖検査等の検査項目以外に業務歴の調査も含まれている。 

[正解 Ｈ17年 9Ｄ] 

【解説】 

 一般健康診断とは、 

●雇入れ時の健康診断 

●定期健康診断（1年に 1回） 

●特定業務従事者の健康診断（6カ月以内に 1回） 

●海外派遣労働者の健康診断 

●給食従事者の検便 

 

【POINT】…診断項目 

①既往歴及び業務歴の調査  

②自覚症状及び他覚症状の有無の検査  

③身長・体重・腹囲・視力・聴力の検査  

④胸部エックス線検査  

⑤血圧の測定  

⑥貧血検査  

⑦肝機能検査  

⑧血中脂質検査  

⑨血糖検査  

⑩尿検査 

⑪心電図検査 
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□ 事業者は、強烈な騒音を発する場所における業務に常時従事する労働者に対しては、

当該業務への配置替えの際及び 6 か月以内ごとに 1 回、定期に、所定の項目について医

師による健康診断を行わなければならない。 

[正解 Ｈ17年 9Ｂ] 

【解説】 

特定業務従事者の健康診断（則 45条）の設問になります。 

特定業務従事者とは 

●強烈な騒音を発する場所における業務に従事する者 

●坑内における業務に従事する者 

●深夜業を含む業務に従事する者 

上記に従事する者は、当該配置替えの際及び 6 か月以内ごとに 1 回、定期に、医師に

よる健康診断を行わなければなりません。 

 

 

□ 事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対しては、当該業務への配置替

えの際及び 6 か月以内ごとに 1 回、定期に、所定の項目について医師による健康診断を

行わなければならない。 

[正解 Ｈ17年 10Ｄ] 

 

 

□ 事業者は、労働者を本邦外の地域に 6か月以上派遣しようとするとき又は本邦外の地

域に 6 か月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき（一時的に

就かせるときを除く。）は、当該労働者に対し、所定の項目のうち医師又は歯科医師が必

要であると認める項目について、医師又は歯科医師による健康診断を行わなければなら

ない。 

[誤り Ｈ19年 10Ｅ] 

⇒「又は歯科医師」を除けば正しい。 

【解説】 

海外派遣労働者の健康診断についての設問です。 

「本邦外の地域に 6 か月以上派遣しようとするとき」とは、これから将来に向かって

の話です。 

「本邦外の地域に 6 カ月派遣した労働者～」とは既に、海外で働いていた場合の話で

す。 

それぞれ、医師による健康診断を行う必要があります。 

歯科医師は含まれていません。 
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□ 事業者は、事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対

し、その雇入れの際又は当該業務への配置替えの際及び 1 年以内ごとに 1 回、定期に、

検便による健康診断を行わなければならない。 

[誤り Ｈ15年 9Ａ] 

⇒「及び 1年以内ごとに 1回、定期に」を削除するれば正しい。 

【解説】 

給食従業員の検便は、当該業務に雇入れの際又は当該業務への配置替えの際に検便に

よる健康診断を行う必要があります。 

ただし、定期的に行うという規定はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給食従事者として雇入れ 

入社 

入社時に検便検査 

検便検査 

給食業務に配置転換 
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【法 66条 3項】歯科医師による健康診断 

 

[出題実積] ○択一式  ◎選択式 

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 

－ － － － － － － － － － － 

 

□ 常時 50 人以上の労働者を使用する事業者は、常時使用する労働者に対し、1 年以内

ごとに 1 回、定期に、歯及びその支持組織に関し、歯科医師による健康診断を行わなけ

ればならない。 

[誤り Ｈ15年 9Ｄ] 

⇒「事業者は、一定の業務に従事する常時使用する労働者に対し、」 

⇒「6月以内ごとに 1回」 

【解説】 

歯科医師による健康診断は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又

はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に常

時従事する労働者に対して行います。 

冒頭に常時 50人の労働者を使用する事業者に限定しないので誤りになります。 

合わせて、歯科医師による健康診断は上記労働者に対して 

●雇入れの際 

●当該業務への配置替えの際 

●当該業務についた後 6以内ごとに 1回定期に 

行う必要があります。 

 

 

□ 事業者は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織

に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者

に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後 6 月以内

ごとに一回、定期に、歯科医師による健康診断を行わなければならない。 

[正解 Ｈ16年 10Ｅ] 
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【法 66条の 3】健康診断の結果の記録 

 

[出題実積] ○択一式  ◎選択式 

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 

－ 〇 〇 － － － － － － － － 

 

□ 労働安全衛生法第 66 条の 2 の深夜業に従事する労働者から、同条の自ら受けた健康

診断の結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、当該健康診断の結果に基づき、健

康診断個人票を作成し、これを 5年間保存しなければならない。 

[正解 Ｈ17年 10Ｅ] 

【解説】 

深夜業に従事する常時使用され労働者で自ら受けた健康診断を受けた日前 6 月間を平

均して 1か月当たり 4回以上の深夜業に従事した労働者が対象になります。 

 

 

□ 事業者は、労働安全衛生規則に基づいて作成すべき健康診断個人票を、5年間保存し

なければならない。 

[正解 Ｈ19年 10Ｂ] 

 

 

□ 特定化学物質等障害予防規則では、事業者は、ベンゼンを製造し、又は取り扱う業務

に常時従事し、又は従事した労働者に係る特定化学物質等健康診断個人票については、

当該労働者が当該事業場において当該業務に常時従事することとなった日から 30 年間

保存するものとされている。 

[正解 Ｈ17年 9Ｅ] 

【POINT】…健康診断個人票の保存期間 

●一般の健康診断個人票⇒5年間 

●特定化学物質健康診断個人票⇒業務に常時従事することになった日から 30年間 

●石綿健康診断個人票⇒業務に従事しないこととなった日から 40年間 
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□ 常時使用する労働者が 40 人の事業場の事業者が、1 年以内ごとに 1 回、定期に健康

診断を行った場合、当該事業者は、その定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署

長に提出する必要はない。 

[正解 Ｈ20年 9Ｅ] 

【解説】 

定期健康診断結果報告書は、常時 50人以上の労働者を使用する事業者に提出が義務づ

けられています。 

 

 

□ 事業者が労働安全衛生規則第 52 条の規定に基づき所轄労働基準監督署長に提出すべ

き定期健康診断結果報告書には、当該健康診断を当該事業場の産業医が行わず企業外の

健康診断実施機関が実施した場合であっても、当該事業場の産業医の記名押印又は署名

がなされなければならない。 

[正解 Ｈ15年 9Ｅ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



労働安全衛生法 2017 

 

Copyright (C) 2013 みんなの社労士合格塾. All Rights Reserved.  80 

 

【法 66条の 4】健康診断の結果についての医師等からの意見聴取 

 

[出題実積] ○択一式  ◎選択式 

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 

－ － － － － ○ － － － － － 

 

□ 労働者災害補償保険法に定める二次健康診断等給付のうち二次健康診断を受けた労

働者から、当該健康診断実施の日から 6 か月以内に当該健康診断実施の結果を証明する

書面の提出を受けた事業者は、当該健康診断の結果についての医師からの意見聴取につ

いて、労働安全衛生法所定の手続を踏まなければならない。 

[誤り Ｈ16年 10Ｃ] 

⇒「3か月以内」 

⇒「医師又は歯科医師からの」 

【解説】 

労働者災害補償保険法 27条（二次健康診断等給付の事業者の措置）を絡めた問題です。 

 

設問の労働安全衛生法の所定の手続きとは、当該結果（健康診断の項目に異常の所見

があると診断された労働者のみ）に基づき当該労働者の健康を保持するために必要な

措置について、医師又は歯科医師の意見を聴かなければなりません。 

 

 

□ 事業者は、労働安全衛生法第 66 条第 1 項の規定によるいわゆる一般健康診断の結果

（当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。）に基

づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴かなけ

ればならないが、その場合、健康診断措置指針によれば、産業医の選任義務のある事業

場においては、当該事業場の産業医から意見を聴くことが適当であるとされている。 

[正解 Ｈ16年 10Ｂ] 

 

 

□ 都道府県労働局長は、労働安全衛生法第 66 条の規定により、労働者の健康を保持す

るため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、実施すべき健康診

断の項目、健康診断を受けるべき労働者の範囲その他必要な事項を記載した文書により、

事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。 

[正解 Ｈ23年 9Ｃ] 
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【法 66条の 5】健康診断実施後の措置 

 

[出題実積] ○択一式  ◎選択式 

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 

－ ○ － － － － － － ◎ ○ － 

 

【選択式…Ｈ26年】 

【問題】 

労働安全衛生法第 66条の 5においては、健康診断実施後の措置に関し、事業者は、健

康診断の結果についての医師又は歯科医師の意見を勘案し、「その必要があると認める

ときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短

縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備

の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の【 Ｄ 】又は労働時間等設定改善

委員会（労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第 7 条第 1 項に規定する労働時

間等設定改善委員会をいう。）への報告その他の適切な措置を講じなければならない。」

と規定されている。 

【解答】Ｄ：衛生委員会若しくは安全衛生委員会 

 

□ 事業者は、労働安全衛生法第 66条第 1項の規定によるいわゆる一般健康診断（ 以下

「一般健康診断」という。）の結果（当該健康診断の項目に異常の所見があると診断され

た労働者に係るものに限る。）に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置

について、医師の意見を聴き、その意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当

該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の

回数の減少等の措置を講じなければならない。 

[正解 Ｈ17年 9Ａ] 

 

 

 

 

□ 事業者は、労働安全衛生規則に定める健康診断については、その結果に基づき健康診

断個人票を作成して、その個人票を少なくとも 3年間保存しなければならない。 

[誤り Ｈ27年 10Ｄ] 

⇒[5年間保存しなければならない。] 

 

 

 

 

条文上では、医師又は歯科医師になります。 

H17年は、他の選択肢等との絡みで正解になっています。 

と 
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□ いわゆる一般健康診断において、ある労働者が要精密検査と診断された場合、事業者

は、当該一般健康診断実施義務の一環として、当該精密検査を、その責任において行わ

なければならない。 

[誤り Ｈ15年 9Ｃ] 

⇒「その責任において行う必要はない。」 

【POINT】…健康診断措置指針による健康診断後の再検査・精密検査の取扱い 

●一般健康診断…事業者に実施の義務なし 

●特殊健康診断…事業者に実施の義務あり 

 

□ 一般健康診断において、毎月 100時間以上の時間外労働を行わせている労働者につい

て血圧測定、血中脂質検査、血糖検査及び BMI のいずれの項目においても異常の所見が

あり、要精密検査と診断されたときは、事業者は、当該精密検査を、当該一般健康診断

の一環として、その責任において行わなければならない。 

[誤り Ｈ17年 9Ｃ] 

⇒「その実施は義務づけられていない。」 

【解説】 

「毎月 100 時間以上の時間外…」という表現に気を取られてしまいますが、要は、一

般健康診断を行った後に精密検査を事業主の責任でその実施を義務づけている規定は

ないので誤りになります。 

 

 

□ 健康診断において、ある労働者が要再検査又は要精密検査と診断された場合、再検査

又は精密検査は、診断の確定や症状の程度を明らかにするものであり、一律には事業者

にその実施が義務付けられているものではないが、有機溶剤中毒予防規則、特定化学物

質障害予防規則等に基づく特殊健康診断として規定されているものについては、事業者

にその実施が義務付けられているので、その責任において行わなければならない。 

[正解 Ｈ19年 10Ｄ] 

【解説】 

特殊健康診断に関しての再検査・精密検査の取り扱いは、事業者に実施義務があるの

で正しい。 

 

 

□ 労働安全衛生法第 66 条の 5 第 2 項の規定に基づく指針（以下｢健康診断措置指針｣と

いう。）によれば、産業医の選任義務のある事業場においては、事業者は、当該事業場の

労働者の健康管理を担当する産業医に対して、健康診断の計画や実施上の注意等につい

て助言を求めることが必要であるとされている。 

[正解 Ｈ16年 10Ａ] 
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【法 66条の 8】面接指導等 

 

[出題実積] ○択一式  ◎選択式 

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 

◎ ○ － ④ － ○ － ⑤ － ○ － 

 

【条文】…法 66条の 8（面接指導等）  

事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して省令で

さ定める要件に該当する労働者に対し、医師による面接指導を行わなければならない。 

 

［選択式…Ｈ18年］ 

［問題］ 

労働安全衛生法第 66条の 8の規定に基づき、事業者は、休憩時間を除き 1週間当たり

40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が 1か月当たり 100時間を超

え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者に対し、当該労働者の申出により、医師によ

る面接指導（問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により

必要な指導を行うことをいう。）を行わなければならない。また、労働安全衛生規則第

52 条の 3 第 4 項においては、産業医は、当該労働者に対して、当該申出を行うよう

【 Ｅ 】することができる旨規定されている。 

［解答］Ｅ：勧奨 

 

 

【面接指導】 

                   

 かつ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1か月当たり 100時間を超え 疲労の蓄積が認められる労働者 

労働者からの申出 

医師による面接指導 
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□ 派遣就業のために派遣され就業している労働者に対して労働安全衛生法第 66 条の 8

第 1 項に基づき行う医師による面接指導については、当該労働者が派遣され就業してい

る派遣先事業場の事業者にその実施義務が課せられている。 

[誤り Ｈ27年 9Ｅ] 

⇒「派遣元事業場の事業者に」 

【解答】 

設問の面接指導に関しては、派遣元の事業者が義務を負います。 

 

 

□ 事業者は、休憩時間を除き 1 週間当たり 40 時間を超えて労働させた場合におけるそ

の超えた時間が 1 月当たり 100 時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者に対

しては、本人の申出の有無にかかわらず、面接指導を実施しなければならない。 

[誤り Ｈ21年 9ＡＢ] 

⇒「本人の申出により」 

 

 

□ 事業者は、休憩時間を除き 1 週間当たり 40 時間を超えて労働させた場合におけるそ

の超えた時間が 1 月当たり 100 時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者であ

って、法定の除外事由に該当しないものに対し、労働安全衛生規則で定めるところによ

り、医師による面接指導を行わなければならない。 

[正解 Ｈ25年 8Ａ] 
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□ 産業医の選任義務のない常時 50 人未満の労働者を使用する事業場の事業者であって

も労働安全衛生法第 66 条の 8 の適用があり、同条に定める措置を講ずる必要があるの

で、国が労働安全衛生法第 19条の 3に規定する援助として行う労働者の健康管理等に係

る業務についての相談その他の必要な援助の事業を利用して、面接指導を実施すること

ができる。 

[正解 Ｈ21年 9Ｂ] 

【解説】 

大半の受験生は、労働安全衛生法第 66 条の 8 項と労働安全衛生法 19 条の 3 の内容が

解らないまま問題を解くことになります。 

まず、法 66条の 8は、面接指導に関する条文。 

法 19条の 3は、国の援助に関する条文。 

⇒「国は、第 13条の２の事業場（産業医の適用のない事業場）の労働者の健康の確保

に資するため、労働者の健康管理等に関する相談、情報の提供その他の必要な援助を

行うように努めるものとする。」とあります。 

 

つまり、事業場の規模にかかわらず、面接指導の実施が義務付けられているというの

が、設問の論点になります。 

なお、常時 50人未満の労働者を使用する事業場の事業者は、地域産業保健センターを

利用して面接の実施をすることができます。 

 

 

□ 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを

5年間保存しなければならない。また、当該記録は、労働安全衛生規則第 52条の 5に定

める事項のほか、当該労働者の健康を保持するために必要な措置についての医師の意見

を記載したものでなければならない。 

[正解 Ｈ21年 9Ｅ] 

 

 

□ 事業者は、面接指導の決果に基づき、法定の事項を記載した当該面接指導の決果の記

録を作成して、これを 5年間保存しなければならない。 

[正解 Ｈ25年 8Ｂ] 
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□ 面接指導の対象となる労働者が、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けること

を希望しない場合において、他の医師の行う法定の面接指導に相当する面接指導を受け、

その結果を証明する書面を事業者に提出した場合においても、事業者が行う面接指導を

必ず受けなければならない。 

[誤り Ｈ25年 8Ｃ] 

⇒「必ずしも受ける必要はない。」 

【POINT】 

（原則）事業者が行う面接指導を受けなければならない。 

（例外）上記を希望しない場合は、他の医師の行う所定の面接指導に相当する面接指

導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、事業者の行う面接指

導を受けなくてもよい。 

 

 

□ 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置

について、医師の意見を聴かなければならない。 

[正解 Ｈ21年 9Ｄ] 

 

 

□ 事業者は、面接指導の決果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置

について、面接指導が行われた後、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。 

[正解 Ｈ25年 8Ｅ] 

 

□ 事業者は、面接指導の決果に基づく医師の意見を勘案し、その必要があると認める時

は、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜

業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生

委員会又は労働時間等設定改善委員会（労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第

7条第 1項に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。）への報告その他適切な措置を

講じなければならない。 

[正解 Ｈ25年 8Ｄ] 

【解説】 

面接指導の結果に関する労働者に対する措置は、一般健康診断、特殊健康診断、臨時

の健康診断、自発的健康診断も同様です。 

●就業場所の変更 

●作業の転換 

●労働時間の短縮 

●深夜業の回数の減少等の措置 
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□ 都道府県労働局長は、労働安全衛生法第 66 条の 8 の規定により、労働者の精神的健

康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、面接指

導を受けるべき労働者の範囲その他必要な事項を記載した文書により、事業者に対し、

面接指導の実施その他必要な事項を指示することができる。 

[誤り Ｈ23年 9Ｃ] 

【解説】 

設問のような面接指導に関して「精神的健康を保持する～」というような規定はない

ので、誤りになります。 

繰り返し読む必要のない設問です。 

 

 

□ 労働安全衛生法第 66 条の 8 第 1 項に規定するいわゆる長時間労働者に対する面接指

導に関し、産業医は、所定の要件に該当する労働者に対して、面接指導の申出を行うよ

う勧奨することができる。 

[正解 Ｈ19年 10Ａ] 

【解説】 

産業医や勧奨という用語に注意する必要があります。 
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【法 66条の 10】心理的な負担の程度を把握するための検査等（ストレスチェック） 

 

[出題実積] ○択一式  ◎選択式 

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 

該当なし（Ｈ28年改正） ◎ 

 

【選択式…Ｈ28年】 

【問題】 

労働安全衛生法第 66 条の 10 により、事業者が労働者に対し実施することが求められ

ている医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査における医師等とは、

労働安全衛生規則第 52 条の 10 において、医師、保健師のほか、検査を行うために必

要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した看護師又は

【 Ｅ 】とされている。 

【解答】Ｅ：精神保健福祉士 
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【法 69条】健康教育等 

 

[出題実積] ○択一式  ◎選択式 

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 

－ － ◎◎ － － － － － － － － 

 

［選択式…Ｈ20年］ 

［問題］ 

労働者の健康の保持増進のための措置として、労働安全衛生法第 69条第 1項では、「事

業者は、労働者に対する【 Ｄ 】その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な

措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない」とされている。 

 また、事業者が講ずるこれらの措置は、危険有害要因の除去のための措置とは異な

り、その性質上、労働者の努力なくしては予期した効果を期待できないものであるこ

とから、同条第 2項では、「労働者は、前項の事業者が講ずる措置を【 Ｅ 】して、

その健康の保持増進に努めるものとする」とされている。 

［解答］Ｄ：健康教育及び健康相談  Ｅ：利用 
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【法 78条】安全衛生改善計画の作成の指示等 

 

[出題実積] ○択一式  ◎選択式 

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 

② － － － － ○ － － － － － 

 

□ 都道府県労働局長は、労働安全衛生法第 78 条の規定により、事業場の施設その他の

事項について、労働災害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要があると認め

るときは、安全衛生改善計画作成指示書により、事業者に対し、当該事業場の安全衛生

改善計画を作成すべきことを指示することができる。 

[正解 Ｈ23年 9Ｄ] 

【解説】 

事業者は、安全衛生改善計画を作成しようとするときは、当該事業場に労働者の過半

数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組

合がないときには、労働者の過半数代表の意見を聴く必要があります。 

 

 

□ 都道府県労働局長は、労働安全衛生法の規定により事業者に対し安全衛生改善計画を

作成すべきことを指示した場合において、必要があると認めるときは、当該事業者に対

し、併せて、当該計画の実施状況について、一定の期間ごとに労働安全コンサルタント

又は労働衛生コンサルタント（以下「コンサルタント」という。）による安全衛生監査を

受けるべきことを勧奨することができる。 

[誤り Ｈ15年 10Ｄ] 

⇒「安全又は衛生に係る診断を受け、かつ、安全衛生改善計画の作成について、これら

の者の意見を聴くべきことを」 

 

 

□ 都道府県労働局長は、労働安全衛生法第 78 条第 1 項の規定に基づいて事業者に対し

て安全衛生改善計画の作成の指示をした場合において、専門的な助言を必要とすると認

めるときは、同法第 80条の規定に基づき、当該事業者に対し、労働安全コンサルタント

又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る診断を受け、かつ、安全衛生改

善計画の作成について、これらの者の意見を聴くべきことを勧奨することができる。 

[正解 Ｈ18年 8Ｄ] 
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□ 労働安全コンサルタント試験は機械、電気、化学、土木、建築の区分ごとに行われる

が、これらの区分はコンサルタントとしての活動分野を限定するものではなく、例えば

「化学」の区分で試験に合格した者が、労働安全コンサルタントの名称を用いて、他人

の求めに応じ報酬を得て、建築工事の安全についての診断及びこれに基づく指導を業と

して行うことができる。 

[正解 Ｈ18年 8Ｃ] 

【解説】 

設問のポイントは、「化学」の区分で合格した者が、建築工事の安全についての診断及

び指導が可能かどうかという点ですが、 

区分に関しては、コンサルタントとしての得意分野を示しているだけで、コンサルタ

ントとしての活動を制限するものではありません。 

したがって正しい設問になります。 

 

【POINT】 

●労働安全コンサルタント…他人の求めに応じ報酬を得て、事業場の安全についての

診断及び指導を行う。 

●労働衛生コンサルタント…他人の求めに応じ報酬を得て、事業場の衛生についての

診断及び指導を行う。 

 

 

□ 労働安全衛生法においては、コンサルタントは、コンサルタントの信用を傷つけ、又

はコンサルタント全体の不名誉となるような行為をしてはならず、コンサルタントがこ

れに違反した場合には、厚生労働大臣はその登録を取り消さなければならない旨規定さ

れている。 

[誤り Ｈ15年 10Ｅ] 

⇒「取り消すことができる。」 
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【法 80条】安全衛生診断 

 

 [出題実積] ○択一式  ◎選択式 

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 

－ － － － － － － － ◎ － － 

 

【選択式…Ｈ26年】 

労働安全衛生法第 80 条 2 項においては、都道府県労働局長は、同法第 79 条第 1 項の

規定に基づき事業者に対して安全衛生改善計画の作成の指示をした場合において、専

門的な助言を必要とすると認めるときは、当該事業者に対し、労働安全コンサルタン

ト又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る診断を受け、かつ、安全衛

生改善計画の作成について、これらの者の意見を聴くべきことを【 Ｅ 】ことがで

きる旨規定されている。 

【解答】Ｅ：勧奨する 
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【法 88条】計画の届出等 

 

[出題実積] ○択一式  ◎選択式 

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 

⑥ － － － － ○ － ③ － － － 

 

【計画の届出】 

届出内容 届出期限 届出先 

①下記の業種で、電気使用設備の定格

要領の合計が 300キロワット以上のも

のにおける建設物・機械等の設置、移

転又は主要構造部分の変更に係る届

出 

・製造業（一定のものを除く）・電気業 

・ガス業・自動車整備業・機械修理業 

 

 

 

 

 

工事開始 

30日前まで 

 

 

 

 

労働基準監督署長 

②危険又は有害な作業を必要とする

機械等、危険な場所において使用する

機械等、 

危険又は健康障害を防止するため使

用する機械等の設置、移転又は主要構

造部分の変更に係る届出 

③特に大規模な建設業に係る届出 

●高さ 300ｍ以上の塔の建設 

●堤高 150ｍ以上のダムの建設 

●最大支間 500ｍ以上の橋梁の建設の

仕事 

●長さ 3000ｍ以上のずい道等の建設

の仕事 

●ゲージ圧力 0.3メガパスカル以上の

圧気工法による作業を行う仕事 

 

 

 

仕事開始 

30日前まで 

 

 

 

厚生労働大臣 

④建設業（③を除く）及び土石採取業

の仕事に係る届出 

仕事開始 

14日前まで 
労働基準監督署長 

 

【平成 27年法改正…平成 26年 12月 1日施行】 

上記の①の届出の義務が廃止 
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□ 労働安全衛生法第 88条第 1項ただし書の規定により、同法第 28条の 2第 1項の危険

性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置並びに労働安全衛生規則第 24

条の 2の指針（以下「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」という。）に従

って事業者が行う自主的活動を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところに

より労働基準監督署長が認定した事業者については、同法第 88条第 1項の規定による建

設物等の設置等の計画の届出をしなくてもよいこととされているが、同条第 2 項の規定

に基づく機械等の設置等の計画の届出については、免除されるものではない。 

[誤り Ｈ18年 10Ａ] 

⇒「免除される。」 

【解説】 

上記表の②の届出に関して、下記の措置を講じているものとして、労働基準監督署長

が認定した事業者については、その届出が免除されます。 

●危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置 

●労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針に従って事業者が行う自主的活動 

 

 

□ 事業者は、労働安全衛生法第 88 条第 3 項の規定に基づき、建設業に属する事業の仕

事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定

めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の 30日前までに厚

生労働大臣に届け出なければならず、厚生労働大臣は届出のあった当該仕事の計画のう

ち、高度の技術的検討を要するものについて審査をし、審査の結果必要があると認める

ときは、当該届出をした事業者の意見をきいた上で、届出をした事業者に対し、労働災

害の防止に関する事項について必要な勧告をすることができる。 

[正解 Ｈ25年 9Ａ] 

【解説】 

特に大規模な建設業の仕事に係る計画に関しては、仕事の開始の日の 30日前までに厚

生労働大臣に計画の届出が必要になります。 

 

 

□ 労働安全衛生法第 88 条第 1 項ただし書の規定による労働基準監督署長の認定を受け

ようとする事業者は、労働安全衛生規則第 87 条に規定する同法第 28 条の 2 第 1 項の危

険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置並びに労働安全衛生マネジメ

ントシステムに関する指針に従って事業者が行う自主的活動の実施状況について、1 人

以上の安全に関して優れた識見を有する者又は衛生に関して優れた識見を有する者によ

る評価を受けなければならない。 

[誤り Ｈ18年 10Ｂ] 

⇒「2人以上」 
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□ 労働安全衛生法第 88 条第 1 項ただし書の規定による労働基準監督署長の認定を受け

た事業者は、認定に係る事業場ごとに、6か月以内ごとに 1回、実施状況等報告書に労働

安全衛生規則第 87 条の措置の実施状況について行った監査の結果を記載した書面を添

えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 

[誤り Ｈ18年 10Ｄ] 

⇒「1年以内ごとに 1回」 

 

 

□ 建設業に属する事業者は、石綿等が吹き付けられている耐火建築物又は準耐火建築物

における石綿等の除去の作業を行う仕事を開始しようとするときは、その計画を当該仕

事の開始の日の 30日前までに、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。 

[誤り Ｈ18年 10Ｅ] 

⇒「その計画を当該仕事の開始の日の 14日前までに」 

 

 

□ 労働安全衛生法においては、労働基準監督官のみならず、産業安全専門官及び労働衛

生専門官についても、同法の規定によるそれぞれの事務を行うため必要があると認める

ときは，事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しく

は作業環境測定を行い、又は検査に必要な限度において無償で製品、原材料若しくは器

具を収去することができることとされている。 

[正解 Ｈ15年 8Ｃ] 

 

 

□ 都道府県労働局長は、労働衛生指導医を労働安全衛生法第 65 条第 5 項の規定による

作業環境測定の実施等の指示又は同法 66 条第 4 項の規定による臨時の健康診断の実施

等の指示に関する事務その他の労働者の衛生に関する事務に参画させるため必要がある

と認めるときは、労働衛生指導医をして事業場に立ち入り、関係者に質問させることが

できる。 

[正解 Ｈ25年 9Ｂ] 

 

 

□ 厚生労働大臣は、労働安全衛生法第 93 条第 2 項又は第 3 項の規定による労働災害の

原因の調査が行われる場合に、当該労働災害の規模その他の状況から判断して必要があ

ると認めるときは、独立行政法人労働者健康安全機構に当該調査を行わせることができ

る。 

[正解 Ｈ25年 9Ｃ] 

 
Ｈ28年名称変更 

「独立行政法人労働安全衛生総合研究所」⇒「独立行政法人労働者健康安全機構」 
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□ 労働者は、事業場に労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があ

るときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告

して是正のため適当な措置をとるように求めることができる。 

[正解 Ｈ18年 8Ａ] 

 

 

□ 都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、労働安全衛生法第 98 条第 1 項の規定に

基づき作業の停止等を命ずる場合以外の場合において、労働災害発生の急迫した危険が

あり、かつ、緊急の必要があるときは、必要な限度において、事業者に対し、作業の全部

又は一部の一時停止、建設物等の全部又は一部の使用の一時停止その他当該労働災害を

防止するため必要な応急の措置を講ずることを命ずることができる。 

[正解 Ｈ18年 8Ｅ] 

 

 

□ 都道府県労働局長は、労働安全衛生法第 99 条の 2 の規定により、労働災害が発生し

た場合において、その再発を防止するため必要があると認めるときは、当該労働災害に

係る事業者に対し、期間を定めて、当該労働災害が発生した事業場の総括安全衛生管理

者、安全管理者、衛生管理者、統括安全衛生責任者その他労働災害の防止のための業務

に従事する者に都道府県労働局長の指定する者が行う講習を受けさせるよう指示するこ

とができる。 

[正解 Ｈ23年 9Ｅ] 
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【法 100 条】報告等 

 

[出題実積] ○択一式  ◎選択式 

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 

○ － ○○ － － － ○ ○○ ○ － － 

 

□ 事業者は、事業場の附属建設物内で、火災の事故が発生した場合、その事故による労

働者の負傷、疾病又は死亡の労働災害がないときであっても、遅滞なく、その事故報告

書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 

[正解 Ｈ20年 9Ｃ] 

【解説】 

事故報告に関しての問題です。 

事業場又はその付属施設内で、火災、爆発又は建設物の倒壊事故等が発生した場合、

事業者は遅滞なく、労働基準監督署長に「事故報告書」を提出しなければなりません。 

「労働者死傷病報告書」と絡めた設問ですが、負傷、疾病、死亡の労働災害がなくても

提出が必要です。 

 

 

□ 労働安全衛生法施行令第 1条第 3項で定めるボイラー（同条第 4号の小型ボイラーを

除く。）の破裂が発生したときは、事業者は、遅滞なく、所定の様式による報告書を所轄

労働基準監督署長に提出しなければならない。 

[正解 Ｈ25年 9Ｅ] 

 

 

□ 労働者が事業場内における負傷により休業の日数が 2日の休業をしたときは、事業者

は、遅滞なく、所定の様式による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなら

ない。 

[誤り Ｈ25年 9Ｄ] 

⇒「1月から 3月まで、4月から 6月まで、7月から 9月まで及び 10月から 12月までの

期間における事実について、それぞれの期間における最後の月の翌月末日までに」 
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□ 事業者は、労働者が事業場内において負傷、窒息又は急性中毒により休業した日数が

3 日であった場合、その労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければ

ならない。 

[正解 Ｈ20年 9Ａ] 

【解説】 

休業日数が 4日に満たない場合には、1月～3月まで、4月～6月まで、7月～9月まで

及び 10月～12月までの期間における事実について、 

それぞれの期間における最後の月の翌月末日までに提出しなければなりません。 

・1月～3月⇒4月 30日 

・4月～6月⇒7月 31日 

・7月～9月⇒10月 31日 

・10月～12月⇒翌年 1月 31日 

 

【POINT】…死傷病報告書 

労働者が労働災害により負傷、窐息、急性中毒により死亡又は休業した場合 

●休業日数 4日以上⇒遅滞なく 

●休業日数 4日未満⇒四半期ごとに最後の月の翌月末日まで 

事業者は労働基準監督署長に「労働者死傷病報告書」を提出しなければなりません。 

 

 

□ 派遣中の労働者が派遣就業中に労働災害により死亡し、又は休業した場合における労

働安全衛生規則第 97条の規定に基づく労働者死傷病報告の提出は、派遣先の事業者のみ

が行えば足りる。 

[誤り Ｈ16年 8Ｃ] 

⇒「派遣元及び派遣先双方の事業者に提出義務がある。」 

 

□ 労働基準監督署長は、労働安全衛生法を施行するため必要があると認めるときは、同

法に基づく規則により報告が義務づけられている事項（例えば労働安全衛生規則第 97条

第 1 項の規定に基づく労働者死傷病報告など）以外の事項であっても、事業者に対し、

報告をさせる理由を通知することにより必要な事項を報告させることができる。 

[正解 Ｈ15年 8Ｅ] 

【解説】 

「報告が義務付けられている事項以外であっても、事業者等に対して、報告をさせる

理由を通知することによって、労働基準監督署長は、必要な事項を報告させることが

できる。」という内容です。 

労働基準監督署長だけでなく、厚生労働大臣や都道府県労働局長にも適用されます。 
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□ 労働安全衛生法第 122条のいわゆる両罰規定について、事業者が法人の場合、その法

人の代表者がその法人の業務に関して同条に定められている各規定の違反行為をしたと

きは、当該代表者が「行為者」として罰せられるほか、その法人に対しても各本条の罰

金刑が科せられる。 

 [正解 Ｈ26年 8Ｃ] 

 

 

□ 労働安全衛生法第 122条では、法人の代表者が同法の違反行為を知り、その是正に必

要な措置を講じなかった場合には、同人も行為者として罰せられる旨の規定が置かれて

いる。 

[誤り Ｈ18年 8Ｂ]  

⇒｢安衛法では処罰規定がない。｣ 

【解説】 

法 122条の両罰規定には、「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他

の従業員が、その法人又は人の業務に関して、罰則に係る違反行為をしたときは、行

為者を罰するほか、その法人又は人対しても、各罰則の規定による罰金刑を科する。」 

とあります。 

行為に関し罰則規定はありますが、設問のように違反行為を知り、対策を講じない場

合には、労働安全衛生法では規定されていないため誤りになります。 

 

 

□ 電気工作物を設けている者は、当該工作物の所在する場所又はその附近で工事その他

の仕事を行う事業者から、当該工作物による労働災害の発生を防止するためにとるべき

措置についての教示を求められたときは、これを教示しなければならない。 

[正解 Ｈ24年 10Ｄ] 

【解説】 

例えば、ガス管や電気配線、石油配管が埋設、設置されているのを知らずに、破壊や破

裂による労災が生じることのないように、工作物設置者は、その場所あるいは近辺で

工事を行う事業者に対して、労災発生防止の教示を求められた時には、教示する必要

があります。 
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【安衛則 117条他】機械による危険の防止防止 

 

[出題実積] ○択一式  ◎選択式 

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 

－ － － － － － － － － － ⑤ 

 

【解説】 

平成 28年の問 8に関しては、安衛則「機械による危険の防止防止」からの出題です。 

 

安衛則「機械による危険の防止」では、下記以外にも 

・原動機、回転軸等による危険の防止ベルトの切断による危険の防止 

・加工物等の飛来による危険の防止 

・掃除等の場合の運転停止等研削といしの最高使用周速度をこえる使用の禁止 

等々具体的に 80近くの規定が記載されています。 

平成 28年問 8は、大半の受験生が頭を抱えた難問です。 

下記のような問題は、常識で答えを導いて、後は割り切って処理していくしかありま

せん。 

 

 

□ 事業者は、回転中の研削といしが労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆いを

設けなければならない。ただし、直径が 50 ミリメートル未満の研削といしについては、

この限りでない。 

［正解 Ｈ28年 8Ａ］ 

【解説】 

常識で考えると、回転中の機械に覆いを設けるのは、当然の内容になります。 

ただし書き以降の「直径 50ミリメートル未満」は、受験生のほぼ 100パーセントの方

は知らないので、ここで悩む必要はありません。 

 

 

□ 事業者は、木材加工用丸のこ盤（製材用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤

を除く。）には、歯の接触予防装置を設けなければならない。 

［正解 Ｈ28年 8Ｂ］ 

【解説】 

「歯の接触予防装置を設けなければならない。」ということも常識的な内容です。 

（  ）の中の「除く」のか「含む」のかは、割り切るしかありません。 

 

 



労働安全衛生法 2017 

 

Copyright (C) 2013 みんなの社労士合格塾. All Rights Reserved.  101 

 

□ 事業者は、機械（刃部を除く。）の掃除、給油、検査、修理又は調整の作業を行う場合

において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、機械の運転を停止しなければな

らない。ただし、機械の運転中に作業を行わなければならない場合において、危険な箇

所に覆いを設ける等の措置を講じたときは、この限りでない。 

［正解 Ｈ28年 8Ｃ］ 

【解説】 

前段の機械の掃除等の際に、機械の運転を停止するのは当然のことです。 

ただし書き以降の論点は、運転の停止ができないような場合は、危険な箇所に覆いを

設ける措置を行うということで、正しいと判断可能です。 

（機械によっては、簡単に運転の停止ができないような場合が想定されます。） 

 

 

□ 事業者は、ボール盤、面取り盤等の回転する刃物に作業中の労働者の手が接触するお

それのあるときは、当該労働者に手袋を使用させなければならない。 

［誤り Ｈ28年 8Ｄ］ 

⇒「当該労働者に手袋を使用させてはならない。」 

【解説】 

安衛則 111条（手袋の使用禁止）からの出題です。 

「事業者は、ボール盤、面取り盤等の回転する刃物に作業中の労働者の手が巻き込ま

れるおそれのあるときは、当該労働者に手袋を使用させてはならない。」 

 

手袋をしたほうが安全のようにも思えますが、手袋をすることにより、回転する刃物

に巻き込まれる可能性があるので使用禁止ということです。 

 

 

□ 事業者は、屋内に設ける通路について、通路面は、用途に応じた幅を有することとす

るほか、つまずき、すべり、踏抜等の危険のない状態に保持すると共に、通路面から高

さ 1.8メートル以内に障害物を置かないようにしなければならない。 

［正解 Ｈ28年 8Ｅ］ 

【解説】 

屋内に設ける通路に用途に応じた幅を有すること等は、常識で判断可能です。 

「1.8メートル以内に障害物…」の数字に関しては、問Ａと同様、正誤の判断は付かな

いので割り切るしかありません。 

 

 

 


